
令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区
大規模氾濫減災協議会の設置

1 取組方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3
令和4年度

以降の
取組継続意向

4
令和4年度

以降の
取組方針

5
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

１）洪水を河川内で安全に流すための取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

6 取組方針

・高規格堤防の整
備の推進に向けた
調整・検討を進め
る。

― ― ― ・国と情報共有を
図り、ＢＣＰなどに
ついて検討を実施
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7
令和３年度末

取組状況

・管内４カ所で、高
規格堤防整備に伴
う地盤改良等を実
施【引き続き実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

9
令和4年度

以降の
取組方針

・管内４カ所で、高
規格堤防整備に伴
う地盤改良等を実
施予定【引き続き
実施】

10
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

11 取組方針

・優先的に実施す
る堤防整備として
橋梁部周辺対策を
実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12
令和３年度末

取組状況

・橋梁部周辺対策
に伴う地盤改良等
を実施【引き続き
実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

14
令和4年度

以降の
取組方針

・橋梁部周辺対策
等を実施予定【引
き続き実施】

15
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

16 取組方針

・荒川水系河川整
備計画に基づき整
備を実施。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17
令和３年度末

取組状況

・必要な堤防断面
を満たしていない
区間の堤防のかさ
上げや堤防の拡幅
を実施【引き続き
実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

18
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

19
令和4年度

以降の
取組方針

・必要な堤防断面
を満たしていない
区間の堤防のかさ
上げや堤防の拡幅
を実施予定【引き
続き実施】

20
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

Ｑ Ｒ
　事　項

大規模氾濫減
災協議会の設
置

【国・都道府県管理河川共通】
・各地域で発生する災害の状況や高齢
者の被災リスク等を踏まえ、必要に応じ
て、協議会の構成員に利水ダムの管理
者、市町村の高齢者福祉部局を追加。
・大規模氾濫減災協議会にメディア連携
分科会を設置するなど、メディア連携の
ための協議会を設け、地域の取り組みを
推進。

【国・都道府県管理河川共通】
・構成員の変更が生じた場合等、適宜、「地
域の取組方針」を見直し。
・協議会等を適宜開催して取組状況をフォ
ローアップし、必要に応じて「地域の取組方
針」の見直し。
・協議会等の場を活用して取組内容等につ
いてホームページ等で公表。
・引き続き、協議会で関係機関の取組をフォ
ローアップし、ハード・ソフト対策を推進。

－

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ

重要インフラ
の機能確保

【国管理河川（高規格堤防実施区間）】
・沿川の地方公共団体や民間事業者に
対して、新たに創設した地権者向けの税
制や、民間事業者による川裏法面敷地
の一体的な活用について周知を行うとと
もに、高規格堤防の整備の推進に向け
た調整・検討。
【下水道・国・都道府県管理河川】
・河川・下水道の各主体が連携して実施
すべき対策について検討・調整。
【下水道】
・水害版のBCP策定マニュアルの作成に
着手し、点検項目等を整理し情報提供。
・浸水対策に関する取組の好事例を収
集し地方公共団体へ情報提供するととも
に、都道府県が行う講習会等を通じ、地
方公共団体への助言を実施。

【国管理河川（高規格堤防実施区間）】
・沿川の地方公共団体や民間事業者等との
情報交換を十分に行い、高規格堤防の整備
との共同事業を積極的に地方公共団体や民
間事業者等に提案する取組を実施し、新規
着工に向けた調整・検討。
【下水道・国・都道府県管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、近年、浸水実績があり、病院、市役所な
ど生命や防災上重要な施設の浸水が想定さ
れる約200地方公共団体及び約100河川にお
いて、近年の主要降雨等による重要施設の
浸水被害を防止軽減するため、雨水排水施
設の整備や河川改修等の対策を概ね完了。
・予備ポンプや移動式ポンプ等を活用した効
果的な内水排除方策を関係機関で連携して
検討し、順次実施。
【下水道】
・2020年度までに、各下水道管理者におい
て、水害時におけるBCPの作成を実施。
・浸水リスクのある防災拠点や災害拠点病
院、上下水道等の施設について、各施設管
理者が実施する浸水被害の防止軽減策の
支援を推進。

T

優先的に実施
する堤防整備
(橋梁部周辺
対策)

― ―

U

ＰＢ Ｃ

堤防等河川管
理施設の整備
（洪水氾濫を
未然に防ぐ対
策）

― 【国管理河川】
・2020年度までに優先的に整備が必要な区
間約1,200kmを整備。
【都道府県管理河川】
・2017年の緊急点検を踏まえ、2020年度を目
途に再度の氾濫防止対策約300kmで実施。

T

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

21 取組方針

・荒川水系河川整
備計画に基づき整
備を実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22
令和３年度末

取組状況

・京成本線橋梁架
替事業において用
地測量、用地買収
を実施【引き続き
実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23
令和4年度

以降の
取組継続意向

・京成本線橋梁架
替事業において用
地測量、用地買収
を実施、工事に着
手【引き続き実施】

24
令和4年度

以降の
取組方針

・京成本線橋梁架
替事業において用
地測量、用地買収
を実施、工事に着
手【引き続き実施】

25
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

26 取組方針

・重要インフラの緊
急点検結果に基づ
き、堤防決壊時の
危険性に関する緊
急対策として、堤
防強化対策を実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27
令和３年度末

取組状況

・対策必要箇所に
おいて、浸透対策
を実施【引き続き
実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

29
令和4年度

以降の
取組方針

・対策必要箇所に
おいて、浸透対策
を実施予定【引き
続き実施】

30
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

31 取組方針

・高水敷に自生し
ており洪水時支障
となる恐れのある
樹木を伐採。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

32
令和３年度末

取組状況

・取組方針に則り、
随時、管内におい
て、洪水時支障と
なる恐れのある樹
木を伐採した。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

33
令和4年度

以降の
取組継続意向

・引き続き、取組方
針に則り、必要に
応じて樹木を伐採
していく。

34
令和4年度

以降の
取組方針

・引き続き、取組方
針に則り、必要に
応じて樹木を伐採
していく。

35
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

本川と支川の
合流部等の対
策

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、堤防決壊が発
生した場合に湛水深が深く、特に多数の
人命被害等が生じる恐れのある区間に
ついてリスク情報等を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、堤防決壊が発生した場合に湛水深が深
く、特に多数の人命被害等が生じる恐れのあ
る区間において、堤防強化対策等を慨成。
＜国管理河川＞約70河川

－

多数の家屋や
重要施設等の
保全対策

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、氾濫による危
険性が特に高い等の区間についてリス
ク情報を共有。
・特に優先して実施すべき箇所や建設発
生土・伐採木の処理・活用方法、対策後
の継続的な維持管理のあり方について
検討・調整。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、氾濫による危険性が特に高い等の区間
において、樹木・堆積土砂等に起因した氾濫
の危険性を概ね解消。
＜国管理河川＞約140河川
・関係者が連携して、対策後における継続的
な維持管理が可能な体制を構築。

－

橋梁対策等の
実施

― ―

U
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

２）大規模氾濫に対する被害軽減のための取組　①命を守るための迅速かつ的確な避難行動のための取組
■基盤整備

36 取組方針

― ― ― ― ― ・避難者等が集ま
りやすい公園や広
場・駅前等に小型
のスピーカーを等
を設置し、一時的
な屋外滞留者を対
象に地域の情報を
放送する。【平成28
年度～】

・防災用高所カメラ
の更新及び増設を
行う。【平成28年度
～】

・防災行政無線の
難聴対策として、
ケーブルテレビ回
線を利用した屋内
設置型の放送端
末の導入のほか、
防災行政無線と同
内容の音声が聞け
る防災ラジオの普
及を図る。【平成28
年度～】

・防災行政無線設
置の難聴エリアを
解消するため、屋
外スピーカーの増
設・移設を行う。
【引き続き実施】

・防災行政無線の
デジタル化を進め
ていく。

・固定系無線シス
テムのデジタル化
への移行と、防災
無線及び各情報提
供システムの再構
築を実施する。【平
成28年度～】

・防災行政無線子
局の整備を計画的
に進めている。【引
き続き実施】

・防災無線の難聴
対策として、デジタ
ル屋外スピーカー
増設、自動音声
サービスや戸別受
信器を導入
・垂直避難施設の
確保【平成28年度
～】

・より多くの区民が
防災無線を聞ける
よう、無線機器の
調整を随時行うと
ともに、適宜、機器
の更新を進めてい
く。【引き続き実施】

・防災無線の増設
等を適宜実施して
いく。(平成25～27
年度で60カ所増設
済）【実施済み】

・防災行政無線の
デジタル化に向
け、平成28年度に
設計委託、29～32
年度に工事を予定
している。【引き続
き実施】
・区内を流れる河
川に定点カメラ５
台、水位観測機器
６台を設置し常時
状況を確認してい
る。【実施済み】

・自治町会とマン
ションが水害時の
一時避難に関する
協定を締結できる
ように、継続して支
援していく。【引き
続き実施】

・区民等への情報
伝達手段の基幹と
なる防災行政無線
のデジタル化や、
補完手段として、
メールサービス、
区公式ツイッター、
FMえどがわ等によ
り機能強化を図
る。【引き続き実
施】

37
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ・災害時の通信環
境を確保し、帰宅
困難者等が情報を
取得できるよう災
害時退避場所等に
整備したWi-Fi環境
の運用を実施して
いる。【引き続き実
施】

― ・屋内設置型の防
災行政無線放送
設備の普及を図っ
ている。

・防災無線の調整
を随時行っている

実施済み 防災行政無線子
局の整備を実施し
た。

・新設区域に防災
行政無線子局の
設置を計画。令和
３年度以降より配
備実施。

屋外拡声子局のデ
ジタル化に伴い使
用できなくなる防
災ラジオの代替機
器として、要配慮
者対策として戸別
受信機設置の検
討を行った。

・防災行政無線の
調整は随時行って
いる。【引き続き実
施】
・防災行政無線の
デジタル化が完了
した。【実施済み】

・防災無線の調整
を随時行っている

・新設を含め、２０
２局すべてにおい
て整備が完了。
・避難場所の拡充
のため災害協定の
締結を進めてい
る。

・民間集合住宅の
近隣住民等が、水
害発生時に民間集
合住宅へ一時的に
避難できるように
するための協定
を、自治町会と民
間集合住宅との間
で締結できるよう
に、ガイドラインを
作成し、継続して
支援している。

・ＬＩＮＥによる情報
発信を開始。
・防災ポータル、ア
プリを構築し、リア
ルタイムで被害状
況や避難所状況を
伝達できる環境を
整備。

38
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

39
令和4年度

以降の
取組方針

Wi-Fi環境の整備
を継続推進する。

・防災用高所カメラ
の更新及び増設に
ついて、引き続き
検討を行う。

上記と同様 ・防災行政無線設
置の難聴エリアを
解消するため、屋
外スピーカーの増
設・移設を行う。

引き続き、防災行
政無線子局の整
備を実施する。

・新設区域に防災
行政無線子局の
設置を計画。

戸別受信機の新
規設置について検
討していく。

・必要に応じて無
線機器の調整を行
うなど、より多くの
区民に放送内容が
伝わるよう、適宜、
対応する。

防災無線の調整を
引き続き行う。

今後も水害時の避
難先確保に向け災
害協定の締結を進
めていく。

・民間集合住宅の
近隣住民等が、水
害発生時に民間集
合住宅へ一時的に
避難できるように
するための協定
を、自治町会と民
間集合住宅との間
で締結できるよう
に、ガイドラインを
作成し、継続して
支援していく。

・情報発信手段の
充実に努める

40
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

41 取組方針

・危機管理型水位
計を整備。連続的
な観測・監視がで
きなくなる恐れの
ある水文観測所に
おいて、対策を実
施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

42
令和３年度末

取組状況

・危機管理型水位
計の整備を実施
【実施済み】
・水位観測所のセ
ンサー改良を実施
済み。水害リスクラ
インの運用を開
始。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

43
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

44
令和4年度

以降の
取組方針

45
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

46 取組方針

・長期的な水位予
測が可能なシステ
ムの整備に向けた
検討を実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

47
令和３年度末

取組状況

・引き続き実施 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

48
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

49
令和4年度

以降の
取組方針

・継続

50
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

長期的な水位
予測が可能な
システムの整
備

― ―

B
C
D

円滑かつ迅速
な避難に資す
る施設（避難
先、防災行政
無線等）を整
備

― ―

E

洪水予測や水
位情報の提供
の強化

【国・都道府県管理河川共通】
・ダム放流警報設備等の耐水化や改良
等が必要な施設については、関係機関
との調整を実施し、調整が整ったダムか
ら順次、対策を実施。
【国管理河川】
・109水系全ての一級水系において、水
害リスクラインによる一般への水位情報
提供を開始。
【下水道】
・都市会議や、都道府県が行う講習会等
を通じ、地方公共団体へ水位周知下水
道の指定に関する助言を実施。
＜危機管理型水位計＞
【国管理河川】
・危機管理型水位計配置計画に基づい
て、順次整備を実施。協議会等の場を活
用して、配置状況を確認。（2017年の緊
急点検を踏まえ2018年度までに約3000
箇所に設置）
＜河川監視用カメラ＞
[国・都道府県管理河川共通]
・国において河川監視用カメラ画像の確
実な提供体制を確保するため、設置目
的に応じた河川監視用カメラの開発を完
了。
＜水文観測所の停電対策＞
・2018年の緊急点検を踏まえ、2018年度
までに、浸水や停電により連続的な観
測・監視ができなくなる恐れのある水文
観測所において、浸水・停電を実施。【国
管理河川】約300箇所

【国管理河川】
・水害リスクラインに基づく水位予測及び洪
水予報を実施。
・洪水の最高水位やその到達時間の情報提
供など、洪水予報の高度化を推進。
・国及び水機構管理123ダムのうち、ダム放
流警報等の耐水化や改良等が必要な施設
については、2020年度までに対策を完了。
【下水道】
・2020年度までに、内水浸水により人命への
影響が懸念される地下街を有する地区を有
する約20地方公共団体において、水位周知
下水道の指定を検討し、相当な損害を生ず
るおそれがある地区について、順次指定。
＜河川監視カメラ（既存）の監視機能の強化
＞
【国管理河川】
72時間以上非常用電源が確保されていない
特に重要な既存河川監視カメラ（公開、夜間
監視が可能）の対策を順次実施。（2018年の
緊急点検を踏まえ、2020年度までに約500箇
所設置）
＜河川監視用カメラ＞
【国、都道府県管理河川共通】
・リアリティーのある河川の状況を住民一人
一人に伝達するため、簡易型河川監視カメラ
等を活用し、画像・映像によるリアリティーの
ある災害情報の積極的な配信。
【国管理河川】
・河川監視用カメラ配置計画を検討・調整し、
順次整備を実施。（2018年の緊急点検を踏ま
え、2020年度までに約1,700箇所設置）

K
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

51 取組方針

― ― ― ― ― ・地下駐車場入口
に止水板を設置済
み。【実施済み】

・庁舎の耐水対策
を検討する。【平成
28年度～】

・区有施設の浸水
対策について調査
を実施し、対策案
の検討を行った。
今後、設計・工事
に随時移っていく。

・庁舎の非常用電
源の２階以上への
設置及び庁舎の止
水対策の強化を実
施する。

・区本庁舎におい
ては、止水板を設
置済【実施済み】

・区本庁舎におい
ては、止水板を設
置済【実施済み】

・防災センターにお
いて、１階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

・区庁舎は高台の
ため特別な対策は
なし

・本庁舎において、
想定される浸水深
に基づき、防災行
政無線起動のため
の非常用仮設電
源ルートを2階以上
に設定
・備蓄物資を本庁
舎8階に配備【実施
済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

・庁舎及び自家発
電装置の耐水化に
ついて、本庁舎の
各入口に、止水板
が設置できる構造
となっている。
・浸水した場合に
備えた排水ポンプ
を設置済みであ
る。【実施済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【引き続き実
施】

・本庁舎について
は浸水深以上の2
階に非常用電源を
確保。
・小中学校改築の
際は体育館や防
災倉庫を２階に整
備する等の対応を
検討している。【引
き続き実施】

52
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ・地下駐車場入口
に止水板を設置済
み。

・新たに設置する
非常用発電設備
の実施設計にあた
り、調査を実施し
た。

・新たな浸水防止
設備の導入を検討

・庁舎の非常用電
源の２階以上への
設置及び庁舎の止
水対策の強化を実
施済。

実施済み ・区本庁舎におい
て止水板（防潮板）
を設置している。

・防災センターにお
いて、1階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

― ・災害対策本部の
拠点となる本庁舎
の屋上に非常用発
電機を設置した。
・本庁舎以外の活
動拠点となる施設
に蓄電池を配備
し、災害時におけ
る停電対策を講じ
た。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

・本庁舎の一部で
改修計画を策定。
非常用発電の位
置などを検討。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。

・小中学校改築の
際に水害を想定し
た対策を実施（体
育館を２階に設
置、テラスなどで避
難しやすい構造、
救助ボートが施設
に着岸しやすい構
造）。
・新庁舎の計画に
ついても耐水化を
考慮した検討を行
う。

53
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

54
令和4年度

以降の
取組方針

新たに非常用発電
設備を設置するた
め、実施設計を行
う。

設計・工事を随時
実施していく

庁舎の止水対策
未着箇所の対策
実施

引き続き設置を継
続する。

・防災センターにお
いて、1階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施。

引き続き検討して
いく。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
く。

・学校改築は水害
対策を想定した形
で行う。
・新庁舎の検討に
あたっても水害発
生時に求める機能
及びそれを果たす
ための方策につい
て検討を継続す
る。

55
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和６年度 年度 令和6年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

56 取組方針

・拠点間の通信を
確保する可搬型の
無線設備(i-RAS)
を整備

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

57
令和３年度末

取組状況

【完了】　可搬型無
線設備２セット整備
（事務所配備）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ・災害対策本部の
無線機器等への
給電用として蓄電
池を配備した。
・避難場所におけ
る通信手段の給電
用として蓄電池を
試行的に配備し
た。

― ― ― ―

58
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【終了】

59
令和4年度

以降の
取組方針

60
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

61 取組方針

・沿川関係自冶体
エリアにおいて洪
水情報のプッシュ
型配信を運用開
始。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・各種ＳＮＳやエリ
アメール等を活用
した洪水情報の提
供を検討する。

― ― ― ― ― ― ―

62
令和３年度末

取組状況

・平成29年5月から
運用を開始済み
【実施済み】
・ＳＮＳにより、タイ
ムライン運用状況
や洪水・気象情報
等の提供を実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・台風接近時に、
各種情報をＳＮＳ
を活用して発信し
た。

― ― ― ― ― ― ―

63
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】

64
令和4年度

以降の
取組方針

引き続き台風接近
時に、各種情報を
ＳＮＳを活用して発
信する。

65
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

66 取組方針

・三次元データによ
る河川管理を導入
し、河川管理の効
率化、高度化を推
進。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

67
令和３年度末

取組状況

・三次元点群デー
タによる河川定期
縦横断測量をR3に
実施、荒川３Ｄ河
川管内図（下流
域）を運用開始。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

68
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

69
令和4年度

以降の
取組方針

70
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

区庁舎や災害
拠点病院等の
機能確保のた
めの対策の充
実（耐水化、非
常用発電等の
整備）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域
内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機
能確保に関する情報を共有。また、耐水
化、非常用電源等の必要な対策につい
ては各施設管理者において順次実施
し、対策の実施状況については協議会
で共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想
定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。また、耐水
化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。対策の実
施状況については協議会で共有。

P
Q

河川管理の高
度化の検討

【国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2018年度
までに、開発したドローンを配備。
＜全天候型ドローン＞約30台
＜陸上・水中レーザードローン＞　約10
台

―

U

庁舎等の防災
拠点の強化

【国管理河川・砂防】
・防災業務計画に定められた停電対策
が未対応の河川関係事務所9庁舎につ
いて、対策を実施。

【国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2019年度まで
に全国の災害活動拠点施設となる事務所及
び事務所をつなぐ重要な通信中継施設（10
地方整備局等）の停電対策、通信機器の整
備が不足している事務所へ災害対策用通信
機器の増強等を2019年に実施。

Q

ICTを活用した
洪水情報の提
供

【国・都道府県管理河川共通】
・「住民自らの行動に結びつく水害・土砂
災害ハザード・リスク情報共有プロジェク
ト」の枠組みを活用した全体会議を開催
し、メディア連携の施策のフォローアップ
を実施。
・水害・土砂災害関連の記者発表内容や
情報提供サイト等について、内容や用語
が分かりやすいか、また、放送で使いや
すいか等の観点から、情報発信者である
行政関係者と情報伝達者であるマスメ
ディアが連携して点検会議を開催し、用
語や表現内容を改善。

【国・都道府県管理河川共通】
・施策の進捗状況のフォローアップと改善を
行うため、全体会議を年２回開催。
・点検会議における結果を踏まえ、必要に応
じて用語や表現内容を見直し。
・防災情報に対し、二次元コード、ハッシュタ
グなどを活用し、災害時にテレビ、新聞など
の放送メディアからネットメディアに誘導する
取組を実施。

B
K
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■情報伝達・避難計画等の体制の充実

71 取組方針

・洪水予警報や、
緊急速報メールを
警戒レベルが分か
る発表文に見直
し。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

72
令和３年度末

取組状況

・見直した発表文
による運用を開始
している

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

73
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

74
令和4年度

以降の
取組方針

75
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

76 取組方針

・洪水予警報や、
緊急速報メールを
警戒レベルが分か
る発表文に見直
し。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

77
令和３年度末

取組状況

・見直した発表文
による運用を開始
している

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

78
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

79
令和4年度

以降の
取組方針

80
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

81 取組方針

・防災施設の機能
に関する情報提供
の充実方策につい
て検討する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

82
令和３年度末

取組状況

・デジタルサイネー
ジによる情報提供
を実施している

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

83
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

84
令和4年度

以降の
取組方針

85
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

86 取組方針

・浸水ナビ（地点別
浸水シミュレーショ
ン検索システム）
の公開、運用

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

87
令和３年度末

取組状況

・一般向けに公
開、運用を開始し
ている

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

88
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

89
令和4年度

以降の
取組方針

避難計画作成の
支援ツールの充実

の検討

90
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

危険レベルの
統一化等によ
る災害情報の
充実と整理

【国・都道府県管理河川共通】
・危険レベル（警戒レベル）の導入に関
し、洪水予警報及び水位周知情報の発
表形式の見直しを行い、発表情報の参
考となる警戒レベルが分かる発表文にて
運用。
・関係機関との連携のもと、各種防災情
報における住民自らの行動（避難準備や
避難開始）のためのトリガーとなる情報
を明確化し、これらのトリガー情報につい
て適切なタイミングで緊急速報メールを
配信するための仕組みを構築。
・水害・土砂災害に関する緊急速報メー
ルについて、緊急性とその内容が的確に
伝わるよう、配信文例を作成し関係者間
で共有し、自治体にも周知。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、これまで別々
に管理されてきた水害・土砂災害に関する情
報を統合表示するシステムによる情報提供
を開始。

F

避難計画作成
の支援ツール
の充実

【国管理河川】
・109水系における計画規模の洪水浸水
想定区域図を浸水ナビ（地点別浸水シ
ミュレーション検索システム）に実装。

―

F

洪水予測や河
川水位の状況
に関する解説

【国管理河川】
・状況の切迫性が効果的に伝わる解説と
なるよう、解説を行う際の体制や、解説
のタイミングとその内容等について整
理。

【国管理河川】
・出水時に、国土交通省職員等普段現場で
災害対応に当たっている専門家がリアルタイ
ムの状況をテレビやラジオ等のメディアで解
説し、状況の切迫性を直接住民に周知。

F

防災施設の機
能に関する情
報提供の充実

【国・都道府県管理河川共通】
・ダムや堤防等の施設に係る機能や避
難の必要性等に関する流域住民等へ周
知。
・ダム等の洪水時の操作に関するわかり
やすい情報提供等が必要なダムについ
ては、関係機関と調整を図り、調整が
整ったダム等から順次実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・ダムや堤防等の施設について、整備の段
階や完成後も定期的にその効果や機能等に
ついて住民等への周知を実施。
【国管理河川】
・国及び水機構管理123ダムのうち、洪水時
の操作に関するわかりやすい情報提供が必
要なダムは、2019年度までに実施。

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

91 取組方針

・荒川水系洪水浸
水想定区域図の
公表

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

92
令和３年度末

取組状況

・平成28年5月に荒
川水系洪水浸水
想定区域図の公
表済み【実施済
み】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

93
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

94
令和4年度

以降の
取組方針

95
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

96 取組方針

・作成に必要な情
報の提供及び策定
を支援【平成28年
度～】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
いて、大規模かつ
広域的な避難の在
り方等について検
討する。【平成28年
度～平成30年度】
・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」にお
いて検討を実施
【平成30年度～】
（※令和2年度も実
施中）

・作成に必要な情
報の提供及び策定
の支援を行う。【平
成28年度～】

・作成に必要な情
報の提供及び策定
を支援【平成28年
度～】

・中央防災会議の
「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」を踏
まえて検討する。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
を立ち上げ、広域
避難の具体化に向
けた検討を行う。
【平成28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
で、広域避難の具
体化に向けた検討
を行う。【平成28年
度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。
【平成28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
を立ち上げ、広域
避難の具体化に向
けた検討を行う。
【平成28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
を立ち上げ、広域
避難の具体化に向
けた検討を行う。
【平成28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
を立ち上げ、広域
避難の具体化に向
けた検討を行う。
【平成28年度～】

98
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

99
令和4年度

以降の
取組方針

・分散避難検討WG
において令和4年
度に手引きを策定
予定。

・地域における検
討を踏まえ、「水害
からの広域避難に
関する基本的な考
え方」の内容を改
訂。
・東京都と連携し
て、自治体が策定
する避難計画の具
体化に向けた検討
を実施。

・引き続き実施 ・作成に必要な情
報の提供及び策定
を支援

大規模水害時の
広域避難体制の
構築に向けて、広
域避難先の確保な
ど、国や関係自治
体、関係機関等と
連携した検討を進
める

引き続き、広域避
難場所検討ワーキ
ンググループに参
加し関係機関と連
携を進める。

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視す
る。
・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」ワー
キンググループに
参加し「広域避難
計画策定支援ガイ
ドライン」作成など
の検討を進める。

・「江東５区広域避
難推進協議会」及
び「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」など
の動向を注視して
いく。

・今後も「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
を参考に広域避難
方法について検討
しく。

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。

・引き続き、江東５
区や東京都、内閣
府と協力しながら、
広域避難の実現に
向けて検討を進め
る。

・「江東５区広域避
難推進協議会」に
おいて、広域避難
の具体化に向け検
討を行う

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討していく。

・関係機関と連携
を図りながら広域
避難場所の確保
や避難方法の検
討を進めていく。

・東京都が主催す
る広域避難の検討
会に参加し、広域
避難についての情
報交換を行う。

引続き浸水区域外
への避難等につい
て検討していく。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
を立ち上げ、広域
避難の具体化に向
けた検討を行って
いく。

・「江東５区広域避
難推進協議会」を
通じ、広域避難情
報の発令や公的
広域避難先の運
営等について、よ
り具体化を図る。

100
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

浸水想定区域
の早期指定、
浸水想定区域
図の作成・公
表等

【国・都道府県管理河川共通】
・ダム下流部において浸水想定図の作
成が必要なダムについては、関係機関と
ダム下流部の浸水想定図作成範囲等に
ついて調整を実施し、調整が整ったダム
から順次、浸水想定図を作成。
【下水道】
・都市会議や、都道府県が行う講習会等
を通じ、地方公共団体へ浸水想定区域
の指定に関する助言を実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、ダム操作に関
わる情報提供や住民周知のあり方について
課題のある箇所において対策を実施。
＜国管理＞2019年度までに約100ダムで実
施。
＜都道府県管理＞2020年度までに約200ダ
ムで実施。
【下水道】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、内水浸水により人命への影響が懸念さ
れる地下街を有する地区を有する約20地方
公共団体において、想定最大規模の降雨に
よる浸水想定区域図の作成を概ね完了。

L

・分散避難検討GW
を令和3年度から
開始。

・令和3年５月の災
害対策基本法改
正にあわせ、市町
村における避難計
画策定や協定締
結を促進するため
に、広域避難の検
討に係る基本的な
考え方・手順や先
進事例等について
記載した「水害か
らの広域避難に関
する基本的な考え
方」を作成した。
・東京都とともに設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
において広域避難
場所や避難手段
の確保などにおけ
る、関係機関間の
連携・役割分担等
について検討を進
めている。【引き続
き実施】

・引き続き実施 ・江東５区広域避
難推進協議会に参
加し、関係各区の
広域避難実施体
制の検討を行っ
た。
・引き続き実施

・内閣府と共同で
設置した「首都圏
における大規模水
害広域避難検討
会」において、広域
避難場所や避難
手段の確保などに
おける、関係機関
間の連携・役割分
担等について検討
を進めている。

・広域避難場所検
討ワーキンググ
ループに参加し、
検討を行っている
ところである。

浸水特性を考
慮した避難計
画の策定

― ―

D
E
H
I
J

97
令和３年度末

取組状況

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討した。
・都立施設や国の
施設と避難先の受
入について協議し
た。

・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」に参
画し、関係機関と
避難方法や避難
場所等に関する協
議を進めた。

・東京都が主催す
る広域避難の検討
会に参加し、広域
避難についての情
報交換を行ってい
る。

・江東５区広域避
難推進協議会や、
国及び都が設置し
た「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」と連
携し検討中。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において策定した
対応方針に基づ
き、「江東５区広域
避難推進協議会」
を立ち上げ、広域
避難の具体化に向
けた検討を行って
いる。

・「江東５区広域避
難推進協議会」に
おいて広域避難の
具体化に向けて検
討している。
・災害対策基本法
の改正に伴う避難
情報名称の変更を
受け、江東5区の
発令する広域避難
情報の名称につい
ても見直しを実
施。

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視し
た。
・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」ワー
キンググループに
参加し、「広域避難
計画策定支援ガイ
ドライン」作成など
の検討を進めてい
る。

・広域避難場所の
見直しを行った。

・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」を参
考に広域避難方法
について検討し
た。

・首都圏における
大規模水害広域
避難検討会の下に
設置された広域避
難場所検討WGに
参加し、検討を
行っている。

・江東５区や東京
都、内閣府と協力
しながら、広域避
難の実現に向けて
検討を進めた。

・「江東５区広域避
難推進協議会」に
おいて、広域避難
の具体化に向け検
討中

6/26



令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

101 取組方針

・作成に必要な情
報の提供を行う
【平成28年度～】

― ― ― ― ・浸水想定区域の
見直しに伴い、洪
水ハザードマップ
を修正する。【平成
29年度～】

・国による新たな
浸水想定が示され
た後、中央区洪水
ハザードマップの
更新に着手する。
【平成28年度～】

・新たな浸水想定
に基づき、浸水ハ
ザードマップを修
正予定【平成31年
度中】

・被害想定の見直
しを踏まえ、ハ
ザードマップを修
正する。【平成29年
度～】

・広域避難計画等
を策定後、洪水ハ
ザードマップ等の
見直しを行う。【平
成29年度～】

・「江東内部河川
流域浸水予想区
域図」及び「隅田川
流域浸水予想区
域図」改定により、
水害ハザードマッ
プを作成予定であ
る。【令和3年度
～】

・洪水浸水想定区
域の見直しに伴
い、洪水ハザード
マップを修正する
予定である。【平成
29年度～】

・都の広域避難計
画により策定予定
【平成28年度～】

・国土交通省が指
定・公表した荒川
流域における「想
定しうる最大規模」
の洪水浸水想定を
もとに、避難方法
や指定緊急避難
場所等を記載した
洪水ハザードマッ
プを作成し、平成２
８年８月に全戸配
布した。【実施済
み】

・計画の策定と併
せて検討していく。
【平成28年度～】

・今後策定する。
【平成28年度～】

・見直しをする洪水
ハザードマップの
なかで、広域避難
についてより具体
的な内容を盛り込
めるように検討す
る。【平成28年度
～】

・洪水浸水想定区
域の見直し後、洪
水ハザードマップ
を修正する。【平成
28年度～】

102
令和３年度末

取組状況

・引き続き実施 ― ― ― ― ・令和３年度にハ
ザードマップを冊
子化し、区内全世
帯に配布した（令
和３年８月）。ま
た、ハザードマップ
の説明やマイ・タイ
ムラインの作成方
法を開設した動画
を作成し、区ホー
ムページで公開し
ている。

隅田川・新河岸川
流域における浸水
予想区域図（想定
最大規模降雨）を
分析し、ハザード
マップの更新を
行った。

・高潮浸水ハザー
ドマップを作成する
とともに、浸水ハ
ザードマップを修
正した

・災害対策基本法
改正に伴い、ハ
ザードマップ４種
（水害・洪水・高
潮・土砂災害）を改
定し、区内全戸に
配布した。

・3年に一度ハザー
ドマップの作成・全
戸配布を行ってお
り、2年度に実施し
たものであるが、３
年度は浸水予想
区域図の改訂、及
び避難場所情報の
更新のため、一部
ハザードマップの
更新・新規作成、
全戸配布を実施し
た。

・「墨田区水害ハ
ザードマップ」を活
用し、防災訓練や
講話にて、水害へ
のリスク等の周知
をした。
また、墨田区水害
ハザードマップを
改定した

・「想定し得る最大
規模」を条件とし
た、洪水及び高潮
ハザードマップを
庁舎や図書館等で
常時配布した。
・「想定し得る最大
規模」を条件に大
雨浸水（内水）ハ
ザードマップを改
定した。

想定最大規模降
雨による洪水浸水
想定区域図（国）、
浸水予想区域図
（都）及び高潮浸水
想定区域図（都）に
基づく「北区水害
ハザードマップ」の
作製（改定）作業を
行った。

・令和3年7月に
は、ハザードマップ
に加えて、避難方
法をピックアップし
た普及啓発チラシ
を作成し、改めて
全戸配布した。

・ハザードマップを
更新し、区の生活
情報誌内に掲載し
全戸配布を行っ
た。

・洪水浸水想定区
域図の公表に伴
い、ハザードマップ
の改訂作業を実
施。
・SNS等を活用して
ハザードマップの
周知を図った。

・新しく作成したハ
ザードマップの説
明会を開催した。
広域避難先の確
保について検討し
た。

・災害対策基本法
の改正による避難
情報の名称変更
等を反映した資料
を作成。

103
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【終了】 【終了】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

104
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 新たな浸水想定等
が示された場合、
必要に応じて修正
等の対応をとる。

修正した資料を基
に引き続き周知を
行います。

防災課や地域活
動センター等で区
民に配布する。

3年に一度情報の
更新、住民の意識
啓発のため、ハ
ザードマップ一式
を再発行する取り
組みを継続する。
次回は令和５年
度。

・引き続き、「墨田
区水害ハザード
マップ」を活用し、
防災訓練や講話に
て、水害へのリス
ク等の周知をして
いく。

・引き続き、常時配
布する。
・「想定し得る最大
規模」を条件とした
大雨浸水（内水）
ハザードマップを
全戸配布予定。

作製した「北区水
害ハザードマップ」
の全戸配布を行
う。

・適宜、ハザード
マップの更新を行
うとともに、全戸配
布その他手段によ
り、区民への周知
を徹底する。

国や都と連携を取
りながら、ハザード
マップを更新して
いく。

令和4年度に配布
予定。

・新しく作成したハ
ザードマップの説
明会を開催する。
広域避難先の確
保について検討す
る。

・情報の充実や法
改正等への対応を
随時実施していく。

105
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度
令和５年度

（以後3年ごと）
令和7年度 令和7年度 令和4年度 令和7年度 令和7年度 令和4年度 令和7年度 令和7年度

106 取組方針

― ― ― ― ・都管理河川にお
ける想定最大規模
降雨の浸水想定
区域図等を作成・
公表し国に情報提
供する。

― ・今後、検討を進
めていく。【平成30
年度～】

― ― ― ― ― ― ・ハザードマップ
ポータルサイトを
活用し、水害リスク
の周知を図ってい
く。

― ― ― ・水害ハザードマッ
プの修正に伴い、
ポータルサイトの
情報を更新する。

107
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ・令和３年３月に都
管理河川における
想定最大規模降
雨の浸水予想区
域図の作成・公表
が完了し、減災協
議会などの場を活
用し周知した。

・ハザードマップ
ポータルサイトに
おいて、区が作成
したハザードマップ
を公開している【引
き続き実施】

水害リスク情報内
容の検討を行っ
た。

― ― ― ・ハザードマップ
ポータルサイトに
おいて、区が作成
したハザードマップ
を公開している。

・ハザードマップ
ポータルサイトに
おいて、区が作成
したハザードマップ
を公開している。
【引き続き実施】

― ・区ハザードマップ
をポータルサイトに
反映し周知してい
る。

― ・作成した洪水ハ
ザードマップを公
表している。

― ―

108
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【終了】

109
令和4年度

以降の
取組方針

・令和３年７月の水
防法改正を踏ま
え、都管理河川に
おける想定最大規
模降雨の浸水想
定区域図を作成・
公表し、国に情報
提供を行っていく。

ハザードマップを
改訂した場合に
は、適宜情報を更
新する。

国や都の検討状
況を踏まえつつ、
引き続き検討を進
める。

・引き続き、ハザー
ドマップポータルサ
イトにおいて、区が
作成したハザード
マップを公開する。

・ハザードマップ
ポータルサイトに
おいて、区が作成
したハザードマップ
を公開している。
【引き続き実施】

・引き続き、ハザー
ドマップポータルサ
イト、区HP等を活
用して、区民への
周知を徹底する。

引き続き継続

110
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 令和７年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度

ハザードマップ
の改良、周
知、活用

【国・都道府県管理河川、砂防、海岸共
通】
・協議会等の場を活用して、ハザードマッ
プの作成状況等の重要インフラ緊急点
検結果について、市町村に共有。
・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な知
見を有する専門家による支援方法につ
いて検討。
【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水害ハザー
ドマップの作成、周知及び訓練等への活
用に関する優良事例を収集し、市町村に
提供。
【下水道】
・都市会議や、都道府県が行う講習会等
を通じ、地方公共団体へ内水ハザード
マップの作成に関する助言を実施。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・ハザードマップ作成や住民説明等に関する
市町村の取組に対して専門家による支援を
実施。
【国・都道府県管理河川共通】
・協議会の場等を活用して、水害ハザード
マップの作成、周知及び訓練等への活用に
関する優良事例を収集して、適宜、「水害ハ
ザードマップ作成の手引き」を充実し、市町
村に提供。
・市町村において、水害ハザードマップの訓
練等への活用について検討した上で実施。
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、想定最大規模に対応したハザードマップ
が未作成の約800市町村について、作成・公
表。
【下水道】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、内水浸水により人命への影響が懸念さ
れる地下街を有する地区を有する約20地方
公共団体において、想定最大規模の降雨に
よる内水ハザードマップの作成を概ね完了。

A
E

ハザードマップ
ポータルサイト
における水害
リスク情報の
充実

【国・都道府県管理河川等】
・国管理河川における計画規模の洪水
浸水想定区域図を掲載。
・公表及び掲載用データの整備が完了し
た都道府県管理河川浸水想定区域（想
定最大規模）や高潮浸水想定区域を掲
載。

―

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

111 取組方針

・作成に必要な情
報の提供及び支援
についての検討を
行う【平成28年度
～】

― ― ― ― ・浸水深と避難方
向を示すプレート
の設置を検討して
いく。【平成28年度
～】

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

・避難標識の設置
を含め、検討して
いく。【平成28年度
～】

・まるごとまちごと
ハザードマップに
ついては、複数の
被害想定がある中
で、どのように住民
に周知していくか
地域特性に応じて
検討を行っていく。

・今後、区民の意
見なども聞きなが
ら「まるごとまちご
とハザードマップ」
などについて検討
していく。【平成28
年度～】

・まるごとまちごと
ハザードマップに
ついて検討してい
く。

・準取組として、昔
（昭和34年）から設
置している水準標
により、本区の地
理的特性を普及啓
発している。【実施
済み】

・要検討 ・道路幅員が狭い
現状を踏まえ、想
定浸水深シールの
設置など、他の方
法も視野に入れ、
情報発信の方法に
ついて検討する。
【平成28年度～】

・まるごとまちごと
ハザードマップの
設置について検討
する。

・協定に基づき、河
川氾濫時の浸水
深を示した看板を
電柱に設置してい
る。
・新たな浸水想定
区域図に基づい
て、設置を進めて
いく。（ただし、当
区にとって一番大
きな被害が想定さ
れる河川の浸水想
定深を表示予定）
【平成31年度】

・新たな洪水浸水
想定区域図に基づ
き、既存のまるごと
まちごとハザード
マップの見直しに
ついて検討する。
【平成30年度～】

・洪水浸水想定区
域の見直し後、公
共施設や電柱を中
心に看板の設置を
検討する。

112
令和３年度末

取組状況

・引き続き実施 ― ― ― ― ・浸水予想区域内
の出張所や消防
署等の公共施設
に、想定浸水深を
示したプレートを設
置した。

・隅田川・新河岸
川流域における浸
水浸水予想区域
図（想定最大規模
降雨）を分析し、ハ
ザードマップの更
新を行った。
・まるごとまちごと
ハザードマップの
効果や有効性につ
いて検討を行っ
た。

・検討中 ・浸水想定区域を
踏まえながら検討
を進めた。

・今後、区民の意
見なども聞きなが
ら「まるごとまちご
とハザードマップ」
などについて検討
していく。
・NHKと協力し、区
内施設に各地点の
想定浸水深を図示
したポスターを作
成、掲示した。

「まるごとまちごと
ハザードマップ」に
類似した取組みと
して、電柱に共架
する広告に、荒川
氾濫時における想
定浸水深等が掲
載できる協定にお
ける掲載者の募集
を引き続き行った。

・準取組として、昔
（昭和34年）から設
置している水準標
により、本区の地
理的特性を普及啓
発している。【実施
済み】
・他自治体の「まる
ごとまちごとハ
ザードマップ」の取
組み状況等を参考
に設置を検討し
た。

・浸水想定区域内
の町会掲示板等を
中心に浸水深の
シールを表示し
た。

・浸水深シールや
浸水深表示看板を
街路灯や電柱へ
掲示し、区民への
周知を図ってい
る。

・検討中 ・協定に基づき、河
川氾濫時の浸水
深を示した看板を
電柱に年度内に
700箇所設置。
・区内の主要道路
沿いに設置するロ
ケット型消火器格
納箱への海抜表
示ステッカー貼付
を引き続き実施。

・新たな洪水浸水
想定区域図に基づ
き、既存のまるごと
まちごとハザード
マップの見直しに
ついて検討する。

地域貢献型広告を
活用した電柱への
看板設置を検討す
る。

113
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】

114
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 引き続き、効果的
な場所を選定した
上で取組を継続す
る。

引き続き、検討を
進める。

引き続き検討しま
す

区民の意見等も聞
きながら、浸水想
定区域を踏まえ
て、作成を検討し
ていく。

・今後、区民の意
見なども聞きなが
ら「まるごとまちご
とハザードマップ」
などについて検討
していく。

・「まるごとまちごと
ハザードマップ」に
類似した取組みと
して、電柱に共架
する広告に、荒川
氾濫時における想
定浸水深等が掲
載できる協定にお
ける掲載者の募集
を引き続き行う。

・引き続き、水準標
により本区の地理
的特性の啓発を行
う。
・引き続き、「まるご
とまちごとハザード
マップ」設置に向け
検討する。

・引き続き浸水深
のシールを表示す
る。
・現在あるまるまち
の増加設置をして
いく。（R4）

・道路幅員が狭い
現状を踏まえ、想
定浸水深シールの
設置など、他の方
法も視野に入れ、
情報発信の方法に
ついて検討する。
【平成28年度～】

・検討中 第二次避難所を中
心に浸水深表示板
設置を進めていく。

公共施設や電柱を
中心に看板の設置
を検討する。

115
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和4年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度

116 取組方針

・作成に必要な情
報の提供及び策定
を支援【平成28年
度～】

― ― ― ― ・要配慮者利用施
設に対して避難確
保の策定を働きか
ける。

・要配慮者利用施
設管理者に対して
避難確保計画の
策定を働きかけて
いる。【引き続き実
施】

・浸水想定区域内
の要配慮者施設に
ついては、避難確
保・浸水防止計画
を作成している。
【実施済み】

・避難計画の作成
等の必要性につい
て、周知していく。

・要配慮者施設に
おいて策定してい
る避難計画の想定
災害に、水害も加
えて訓練をしていく
よう実施を促す。
【平成28年度～】

・関係部署へ、震
災対応訓練だけで
なく水害対応訓練
についても実施す
るよう促していく。

・避難計画の作成
等の必要性につい
て、周知していく。
【平成28年度～】

・各事業所の訓練
実施に促していく。
【実施済み】

・要配慮者施設に
おける避難計画の
作成の必要性を周
知するとともに、必
要な支援を行う。

・要配慮者施設に
おいて水害を対象
とした避難計画が
策定できるかどう
か、今後検討して
いく。

・地域防災計画
に、洪水のみを対
象とした要配慮者
利用施設は規定さ
れていないが、既
存の要配慮者利
用施設を今後地域
防災計画へ記載す
ることを検討する。
・また、毎年、区の
総合防災訓練で数
カ所の施設は避難
訓練を実施してい
る。【引き続き実
施】

・避難確保計画の
作成等の必要性に
ついて、周知して
いく。【引き続き実
施】

・水没後も活動を
継続できるような
BCPづくりを促し、
要配慮者施設どう
しの受入れのため
の連携、協定締結
等の支援を検討す
る。

117
令和３年度末

取組状況

・避難確保計画作
成講習会の実施を
支援【引き続き実
施】
・避難確保計画作
成を支援する映像
及び手引きを作
成・関係機関へ周
知【引き続き実施】

― ― ― ― ・引き続き、避難確
保計画の策定を働
きかける。

・要配慮者利用施
設管理者に避難確
保計画作成を促し
た。

・浸水想定区域の
見直しに伴い、新
たに浸水想定区域
内の要配慮者利
用施設として位置
づけられた施設の
管理者に説明を実
施している。

・地域防災計画
（水害・土砂災害
対策実施要領）に
記載のある要配慮
者利用施設に対
し、避難確保計画
の作成及び定期的
な訓練の実施を求
めた。また対象施
設に訓練実施結果
報告書及び避難確
保計画チェックリス
トの作成を求め
た。

・要配慮者施設に
おいて策定してい
る避難計画の想定
災害に、水害も加
えて訓練をしていく
よう実施を促す。

・計画作成は約
90％（430/482）
・訓練の実施報告
を全施設へ依頼。
(R4.2)

・水防法改正によ
り、地域防災計画
に記載されている
要配慮者施設につ
いては、避難確保
計画の策定を行う
とともに、定期的な
訓練の実施を促し
た。【実施済み】

・再度、避難確保
計画作成の対象と
する要配慮者利用
施設の整理に向け
て検討した。
・避難確保計画作
成について再度説
明会を実施するこ
とを検討した。

・避難確保計画作
成の手引き及び雛
型を作成し、該当
施設に対し計画作
成を促している。

・避難確保計画の
講習会を実施

・避難確保計画の
提出がない施設に
提出を促す通知を
発送した。
・避難確保計画に
基づいた訓練実施
が義務化されたこ
とを周知するた
め、通知及び避難
訓練実施報告書
(ひな型)を作成し、
要配慮者利用施
設に送付した。

・要配慮者施設に
おける避難計画策
定に向け、避難確
保計画の雛形を見
直して、計画未提
出の施設に通知を
送付した。

・地域防災計画の
改定に伴い、要配
慮者利用施設を更
新した。

118
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

119
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 新たに地域防災計
画に指定した施設
に避難確保計画の
策定を働きかけ
る。

・要配慮者利用施
設管理者に避難確
保計画作成を引き
続き促す。

令和3年度に改定
された地域防災計
画に合わせて引き
続き要配慮者利用
施設として位置づ
けられた施設の管
理者に説明を実施
していく。

引き続き避難確保
計画未作成施設に
作成と訓練の実施
を求めていく。

・要配慮者施設に
おいて策定してい
る避難計画の想定
災害に、水害も加
えて訓練をしていく
よう実施を促す。

・水防法による義
務内容の定着を図
るため、周知をす
すめていく。
・水害ハザードマッ
プ改定による高潮
版の計画作成をす
すめていく。

・引き続き、未定出
施設及び新規開設
施設への避難確
保計画の策定及び
各施設への定期
的な訓練の実施を
促す。

・避難確保計画作
成の対象とするよ
う配慮者利用施設
の整理
・避難確保計画作
成について再度説
明会の実施
・避難確保計画に
基づく避難訓練の
実施

・要配慮者施設に
おける避難計画の
作成の必要性を周
知するとともに、必
要な支援を行う。

避難確保計画の
作成率100％を目
指し、計画作成を
促す。

避難確保計画の
提出がない施設に
対し、引き続き提
出を促していく。

・要配慮者施設に
おける避難計画策
定に向け、避難確
保計画の雛形を随
時見直して、計画
未提出の施設に通
知を送付する。

・要配慮者施設の
避難確保計画策
定及び避難訓練の
実施への働きかけ
を継続。

120
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

災害リスクの
現地表示

【国・都道府県管理河川共通】
・まるごとまちごとハザードマップの実施
の効果や有効性について、協議会等の
場を活用し共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・設置事例や利活用事例について共有を図
り、現地表示の拡大を促進。
【下水道】
・内水の浸水リスクについて、関係機関と連
携し、まるごとまちごとハザードマップの取組
を推進。

E
F

要配慮者利用
施設における
避難計画の作
成及び避難訓
練の実施

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・モデル事例を踏まえ、「要配慮者利用
施設における避難に関する計画作成の
事例集（水害・土砂災害）」に医療施設に
関する事例を追加。
【国・都道府県管理河川共通】
・2018年12月までに講習会プロジェクトを
開始した７市に加えて、新たに開始した５
市町を合わせた１２市町における知見を
踏まえて「講習会の企画調整及び運営マ
ニュアル」を改訂。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・2021年度までに対象の要配慮者利用施設
における避難確保計画の作成・避難訓練を
実施。
・避難確保計画の作成状況、避難訓練の実
施状況については、毎年、協議会等の場に
おいて進捗状況を確認。
・避難確保計画作成にあたっての課題を把
握し、計画作成の手引きを改訂。
【国・都道府県管理河川共通】
・全国で講習会プロジェクトの取組を拡大。

P
Q
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資料４－１

121 取組方針

― ・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
いて、大規模かつ
広域的な避難の在
り方等について検
討する。【平成28年
度～平成30年度】
・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」にお
いて検討を実施
【平成30年度～】
（※令和2年度も実
施中）

― ― ― ― ― ― ― ・隣接区と連携しな
がら検討していく。

・「江東５区広域避
難推進協議会」に
て、内閣府や東京
都等と協力して、
検討をしている。

― ― ・江東５区や内閣
府、東京都の動向
を踏まえながら、
隣接区との協議を
進めていく。

― ・江東５区広域避
難推進協議会にお
いて、避難先、避
難手段等を検討す
る。

― ・江東５区広域避
難推進協議会にお
いて避難者、避難
先、避難手段等を
検討する。

122
令和３年度末

取組状況

― ・東京都とともに設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
において、広域避
難場所等におけ
る、関係機関間の
連携・役割分担等
について検討を進
めている。

― ― ― ― ― ― ― ・隣接区と連携しな
がら検討していく。

・「江東５区広域避
難推進協議会」及
び「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」に
て、内閣府や東京
都等と協力して、
検討している。

― ― ・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」に参
画し、避難場所の
設定に向けて他区
と情報共有を行っ
た。

― ・江東５区広域避
難推進協議会や、
国及び都が設置し
た「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」と連
携し検討中。

― ・国及び都が設置
した「首都圏にお
ける大規模水害広
域避難検討会」に
参画するとともに
江東５区広域避難
推進協議会におい
て検討中。

123
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

124
令和4年度

以降の
取組方針

・東京都と連携し
て、自治体が策定
する避難計画の具
体化に向けた検討
を実施。

・隣接区と連携しな
がら検討していく。

・引き続き、内閣府
や東京都等と協力
して、検討を進め
る。

・江東５区や内閣
府、東京都の動向
を踏まえながら、
隣接区との協議を
進めていく。

引続き浸水区域外
への避難等につい
て検討していく。

・江東５区広域避
難推進協議会にお
いて避難者、避難
先、避難手段等を
検討する。

125
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度

126 取組方針

・作成に必要な情
報の提供を行う
【平成28年度～】

― ― ― ― ・広域的な避難を
要しない地区であ
るため、広域避難
を踏まえた避難勧
告等の発令基準を
定めていない。

・協議会における
広域避難計画の
策定を踏まえ、避
難勧告等の発令
基準の見直しの必
要性を検討する。
【平成28年度～】

・隣接区と連携しな
がら検討していく。
【平成28年度～】

・隣接区や関係団
体の動向を確認し
ながら、広域避難
をj踏まえた避難勧
告等の発令基準に
ついて、見直しを
含めた検討の必要
性を判断していく。

・広域避難検討会
を踏まえて、見直
しも含め検討を
行っていく。【令和
元年～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。【平成
28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。【平成
28年度～】

・上記による広域
避難計画を踏まえ
て見直しを行う【平
成28年度～】

・広域避難計画策
定に合わせて見直
しを行う。【平成28
年度】

・計画の策定と併
せて検討していく。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。【平成
28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。【平成
28年度～】

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。【平成
28年度～】
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取組状況

・避難指示等の発
令に参考となる
データを提供【引き
続き実施】

― ― ― ― ・広域避難を踏ま
えた避難勧告等の
発令基準は定めて
いないが、区独自
の避難情報の発
令基準を見直し
た。【引き続き実
施】

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視し
た。
・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」ワー
キンググループに
参加し、「広域避難
計画策定支援ガイ
ドライン」作成など
の検討を進めてい
る。

・検討中 ・隣接区や関係団
体の動向を確認
し、広域避難を踏
まえた避難指示等
の発令基準の見
直しの必要性につ
いて、引続き検討
を行った。

・広域避難検討会
を踏まえて、見直
しも含め検討を
行っていく。

・江東５区広域避
難推進協議会に
て、広域避難情報
等の運用について
検討を行った。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において、広域避
難を踏まえた避難
勧告等発令基準
の見直しを検討中

・広域避難の方針
を踏まえ、引き続
き検討する。

・災害対策基本法
の改正を受け、改
めて避難情報の発
令基準を見直し
た。

・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」を踏
まえ引き続き検討
する。

・江東５区広域避
難推進協議会にお
いて、災害対策基
本法改正に基づ
き、広域避難勧告
を広域避難指示、
域内垂直避難指
示(緊急)を域内垂
直避難(緊急)に修
正した。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。

・「江東５区広域避
難推進協議会」に
おいて、広域避難
勧告・域内垂直避
難指示（緊急）等
の発令基準の運
用を検討中。
・災害対策基本法
の改正に伴う避難
情報名称の変更を
受け、江東5区の
発令する広域避難
情報の名称につい
ても見直しを実
施。
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以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】
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令和4年度

以降の
取組方針

・継続 災害事例等の研
究を継続し、適宜
見直しを図る。

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視す
る。
・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」ワー
キンググループに
参加し、「広域避難
計画策定支援ガイ
ドライン」作成など
の検討を進める。

隣接区と連携しな
がら検討していく。

・今後も隣接区や
関係団体の動向を
確認し、広域避難
を踏まえた避難指
示等の発令基準
の見直しの必要性
について、引続き
検討を行った。

・広域避難検討会
を踏まえて、見直
しも含め検討を
行っていく。

・引き続き、江東５
区広域避難推進
協議会にて、広域
避難情報等の運
用について検討を
行う。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
において、引き続
き必要な検討を行
う。

広域避難の方針を
踏まえ、引き続き
検討する。

・関係機関と連携
を図りながら広域
避難場所の確保
や避難方法の検
討に加え、避難情
報発令のタイミン
グ等を検討してい
く。

・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」を踏
まえ引き続き検討
する。

東京都が広域避
難先を確保したこ
とから、実際のオ
ペレーションを加
味し避難情報の発
令基準について検
討していく。

・「江東５区大規模
水害対策協議会」
で策定された対応
方針を踏まえ、見
直しを行う。

・広域避難情報の
発令基準、手順に
ついて、より具体
化を図る。
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令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

隣接市町村に
おける避難場
所の設定（広
域避難体制の
構築）等

【国・都道府県管理河川共通】
・想定最大規模降雨に対応したハザード
マップを作成した市町村において、広域
避難を考慮した自治体を対象に、関係機
関との調整内容や協定等の実態調査を
実施し、協議会等の場を通じて結果を共
有。

【国・都道府県管理河川共通】
・各市町村において、水害リスク情報を踏ま
えて避難場所及び避難経路を検討し、当該
市町村内の避難場所だけで避難者を収容で
きない場合等においては、協議会等の場を
活用して、隣接市町村等における避難場所
の設定や洪水時の連絡体制等について検
討・調整を実施。
・また、必要となる避難場所、避難路の整備
にあたっては、河川工事等の発生土砂を有
効活用するなど、連携による効率的な整備を
実施。
【国管理河川】
・2020年度までに隣接市町村等への広域避
難体制を構築。

E
F
I
J

広域避難を踏
まえた避難勧
告等の発令基
準の見直し

－ －

B
C
D

9/26
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資料４－１

■タイムラインの策定、運用

131 取組方針

― ― ― ― ・タイムラインの情
報を共有するな
ど、区の取組を支
援していく。

― ・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」の検
討結果やその後の
東京都や関係自
治体の動向を踏ま
え、検討していく。
【平成30年度～】

― ― ― ― ・台風接近時等
に、荒川タイムライ
ン拡大試行版の行
動項目について、
課題等についての
検証を行う。

― ・荒川下流タイムラ
インを実災害や訓
練において活用
し、適宜判断基準
等の見直しを図っ
ていく。

― ・台風接近時等
に、荒川タイムライ
ン拡大試行版の行
動項目について、
課題や過不足につ
いての検証を行
う。

― ・荒川下流タイムラ
インを活用した避
難訓練等を実施
し、課題等を踏ま
え見直しを行う。

132
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ・東日本台風の被
害状況等を踏ま
え、区市町村が適
切なタイミングで避
難情報を発令でき
るよう「大規模風水
害における避難対
応に関するガイド
ライン」及び「大規
模風水害時におけ
る区市町村対応
チェックリスト」を作
成し、提供した。
・都減災協議会に
おいて、水害対応
タイムラインの作
成状況等について
情報共有した。
・引き続き、区の取
組を支援してい
る。

・広域避難を踏ま
えた避難勧告等の
発令基準は定めて
いないが、区独自
の避難情報の発
令基準を見直し
た。合わせて、ハ
ザードマップの想
定を踏まえ、発令
対象区域及び発令
対象人数を確認し
た。

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視し
た。
・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」ワー
キンググループに
参加し、「広域避難
計画策定支援ガイ
ドライン」作成など
の検討を進めてい
る。

― ― ― ― ・荒川タイムライン
拡大試行版の行
動項目について、
課題等についての
検証を行ってい
る。

― ・避難場所開設、
運営担当職員を対
象にした研修を通
じて、水害時の災
害対応体制を改め
て確認した。

― ・水害時庁内タイ
ムライン(対象河
川：荒川)につい
て、災害対策基本
法改正に伴い避難
情報発令を修正し
た。
・庁内タイムライン
及び各部タイムラ
インの実効性を高
めるため、各部担
当者を集めたタイ
ムラインの検証会
を実施した。

― ・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
をもとに、河川管
理者とタイムライン
の改善のための協
議を継続的に実
施。
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令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

134
令和4年度

以降の
取組方針

タイムラインの情
報を共有するな
ど、区の取組を支
援していく。

災害事例等の研
究を継続し、適宜
見直しを図る。

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視す
る。
・「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」ワー
キンググループに
参加し、「広域避難
計画策定支援ガイ
ドライン」作成など
の検討を進める。

・荒川タイムライン
拡大試行版の行
動項目について、
課題等についての
検証を行う。

・荒川下流タイムラ
インを実災害や訓
練、研修等におい
て活用し、適宜、
避難情報の発令
基準や避難場所
の開設基準等の
見直しを図ってい
く。

東京都が確保した
広域避難場所の
利用を加味した避
難情報発令のタイ
ミングを検討してい
く。

・河川管理者とタイ
ムラインの改善の
ための協議を継続
的に実施
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年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度

136 取組方針

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」に参
加【平成28年度
～】

・「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」に、必
要な情報を提供す
る。【平成28年度
～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
し、区の取組を支
援していく【平成28
年度～】

・平成26年度に時
系列の災害対応を
整理した事前行動
計画（タイムライ
ン）を策定。【実施
済み】
・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・区において台風
に伴う水害・土砂
災害対策のタイム
ラインを策定して
いる。【実施済み】
・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・「荒川下流タイム
ライン(試行版)平
成28年3月」を運用
している。【平成28
年度～】
・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・「荒川下流タイム
ライン(試行版)平
成28年3月」を運用
している。【平成28
年度～】
・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・「荒川下流タイム
ライン(試行版)平
成28年3月」を運用
している。【平成28
年度～】
・荒川下流タイムラ
インについて、引き
続き、「荒川下流
域を対象としたタイ
ムライン専門部会」
において関係機関
と協議しながら検
討していく。【引き
続き実施】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

137
令和３年度末

取組状況

・荒川下流タイムラ
インの運用と見直し
を実施
・流域タイムラインの
検討を令和3年度よ
り開始

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」に参
加中。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を確認【引き続き
実施】

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
の運用に係る時間
管理の実施、台風
による危険性等の
加入機関への情
報提供を実施し
た。また、専門部
会において検討を
実施した。
・荒川タイムライン
のダッシュボードに
掲載する資料提供
の検討を実施し
た。

・「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
し、区の取組を支
援。
・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を運用している。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を運用。

・タイムライン専門
部会を通じて、そ
の運用と見直しを
図った。

・タイムラインの運
用を開始している

・必要に応じて、荒
川下流タイムライ
ン（拡大施行版）の
運用を行った。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を運用している。

・台風接近時に荒
川下流タイムライ
ン（拡大試行版）を
運用した。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大施行版）
を策定し、運用して
いる。【引き続き実
施】

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を運用している。

・荒川下流タイムラ
インを運用し、適宜
見直しを実施して
いる。【引き続き実
施】

・荒川下流タイムラ
イン(試行版)を運
用している。【引き
続き実施】

・「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて作成した拡大
試行版を運用して
いる。

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施し
ている。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
をもとに、河川管
理者とタイムライン
の改善のための協
議を継続的に実
施。

138
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

139
令和4年度

以降の
取組方針

・令和4年度より流
域タイムラインの
運用を目指す

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」に参
加。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を確認【引き続き
実施】

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施

荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
し、区の取組を支
援していく【平成28
年度～】

・荒川下流タイムラ
インを運用。

引き続き、タイムラ
イン専門部会の中
で見直し等の検討
を行う。

引き続き、荒川下
流タイムラインの
運用を行う。

・今後も必要に応
じて、荒川下流タイ
ムライン（拡大施行
版）の運用を行う。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大試行版）
を運用を今後も継
続していく。

・引き続き、台風接
近時に荒川下流タ
イムライン（拡大試
行版）を運用する。

・荒川下流タイムラ
イン（拡大施行版）
を策定し、運用す
る。

・「荒川下流タイム
ライン(拡大試行
版)」を運用してい
る。
・「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施
【平成28年度～】

・荒川下流タイムラ
イン(試行版)を運
用している。【引き
続き実施】

荒川以外の河川に
ついても庁内タイ
ムライン整備を検
討していく。

・荒川下流タイムラ
イン策定に向け、
「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」にお
いて検討を実施し
ていく。

・河川管理者とタイ
ムラインの改善の
ための協議を継続
的に実施

140
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

多機関連携型
タイムラインの
拡充（荒川下
流タイムライン
の策定・運用）

【共通】
・ゼロメートル地帯を含むエリアにおい
て、公共交通機関も参画したタイムライ
ン策定に向けた検討を実施。

【共通】
・先行実施の状況等も踏まえ、必要に応じて
「タイムライン（防災行動計画）作成・活用指
針（初版）」にブロックタイムライン策定の考え
方を反映させるなどの見直しを実施。
・主要な都市部を含むエリアにおいて、ブロッ
ク多機関連携型タイムラインを順次展開。

B
C
D

避難勧告等発
令の対象区
域、判断基準
等の確認（タイ
ムライン）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会において、市町村等関係機関と
水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川
管理者は洪水対応訓練を実施し、また
市町村は関係機関と連携して避難訓練
等を実施して、明らかになった課題等を
踏まえ、避難勧告の発令基準や水害対
応タイムライン等を見直し。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において、市町村
等関係機関と水害対応タイムラインを確認。
・水害対応タイムラインを活用して、河川管理
者は洪水対応訓練を実施し、また市町村は
関係機関と連携して避難訓練等を実施して、
明らかになった課題等を踏まえ、避難勧告の
発令基準や水害対応タイムライン等を見直
し。

B
C
D
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

141 取組方針

・トップセミナーの
開催
・訓練への参加

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、今後検討を行
う。【平成28年度～
平成30年度】

・避難訓練時に必
要な情報を提供す
る。【平成28年度
～】

・水防管理者が実
施する訓練への参
加や支援【平成28
年度～】

・区の取組を支援
していく。

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

― ― ・今後検討してい
く。

・職員対応訓練の
中に、水害関連の
訓練も実施するよ
う検討していく。

― ・要検討 ・実践的な訓練の
方法などについて
検討する。

・今後検討してい
く。

・今後検討を行っ
ていく。

・有効的な訓練の
手法について検討
する。【平成28年度
～】

・大規模水害を想
定した訓練は実施
していないため、
本部訓練の実施
から検討する。

142
令和３年度末

取組状況

・引き続き連携を
図る【引き続き実
施】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
いて、訓練の重要
性等について整理
した。（H30.3完了）

・本社・各事業所に
て洪水対応演習
（防災操作、ダム
放流情報発信、関
係機関への伝達・
連絡等訓練）等を
毎年実施。

・引き続き訓練へ
の参加や支援を行
う。

・情報伝達訓練と
して、利根川・荒
川・多摩川洪水予
報伝達演習に参加
した。
・引き続き、各種訓
練に参加するとと
もに、区の取組を
支援していく。

・引き続き検討を
行っていく。

気象庁が主催した
防災気象ワーク
ショップへ参加し
た。

― ― ・引き続き検討を
行っていく。

・令和３年度の職
員災害対応訓練
(6/21)にて、台風
の接近を想定した
訓練を実施した。
・6月中に、職員向
けに水害時避難場
所開設訓練を実施
した。(39カ所分)

― ・緊急輸送協力に
関する協定を活用
した避難行動要支
援（移送）訓練を実
施予定。

・避難場所担当職
員による現地視
察、避難場所対応
マニュアルの作成
を実施した。

・水害を想定して
本部運営訓練を実
施した。
・水害時開設する
避難所へ担当職
員と防災職員が現
地へ行き、確認を
行った。

・江東５区におい
て、広域避難に関
するワークショップ
を実施し、広域避
難情報発令に係る
手順等を確認し
た。

・台風１９号の教訓
も踏まえた図上訓
練を実施した。

・江東５区の発令
判断のために必要
な手順の抽出及び
関係機関の防災
行動に焦点をあて
たワークショップを
実施した。

143
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

144
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・訓練への参加や
支援。

・本社・各事業所に
て洪水対応演習
（防災操作、ダム
放流情報発信、関
係機関への伝達・
連絡等訓練）等を
毎年実施。

・訓練への参加や
支援 ・情報伝達訓練と

して、利根川・荒
川・多摩川洪水予
報伝達演習など各
種訓練に参加して
いくとともに、区の
取組を支援してい
く。

・引き続き検討を
行っていく。

引き続き、ワーク
ショップや研修等
の場に参加してい
く。

・引き続き検討を
行っていく。

継続して訓練を実
施する。

引き続き、実践的
な訓練について検
討、実施する

・実践的な訓練の
方法などについて
検討する。

・水害を想定して
本部運営訓練を実
施する。
・水害時開設する
避難所へ担当職
員と防災職員が現
地へ行き、確認を
引き続き行う。

引続き訓練等を実
施していく。

水害対応の研修
や図上訓練を継続
して実施していく。

・大規模水害を想
定した訓練につい
て、可能なものか
ら実施していく。

145
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

146 取組方針

― ― ― ・定時的情報として
の「警報級の現象
になる可能性」の
提供
・大雨注意報警報
の発表時の「時系
列で危険度を色分
けした表示」の実
施。
・メッシュ情報の充
実化【平成29年度
出水期～】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

147
令和３年度末

取組状況

― ― ― ・顕著な大雨に関
する情報の提供開
始した。
・顕著な台風等が
接近した際の呼び
かけ方の改善とし
て、大雨や暴風等
によってどのような
災害が想定される
のかがより伝わる
よう解説を強化し
た。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

148
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

149
令和4年度

以降の
取組方針

・危険度分布の色
の統合。
・高潮の早期注意
情報提供。
・国管理河川の洪
水危険度の一体
的提供。

150
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

151 取組方針

・毎年、出水期前
に協議会等におい
て連絡体制を確
認。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

152
令和３年度末

取組状況

・連絡体制の確認
を実施。第二ホット
ラインを整備。タイ
ムラインの運用訓
練や実運用を振り
返り、見直しを実
施【引き続き実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

153
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

154
令和4年度

以降の
取組方針

・継続

155
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

実践的な訓練
の実施

― ―

B

気象情報の改
善(水害時の
情報の入手の
しやすさをサ
ポート)を実施

・危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

―

F

洪水時におけ
る河川管理者
からの情報提
供等（ホットラ
インの構築）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会において連絡体制を確認。洪水
対応訓練や避難訓練等を実施し、明ら
かになった課題等を通してタイムラインを
検証し、必要に応じて改訂。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に協議会において連絡体
制を確認。洪水対応訓練や避難訓練等を実
施し、明らかになった課題等を通してタイムラ
インを検証し、必要に応じて改訂。

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■防災教育や防災知識の普及

156 取組方針

・防災企画室に設
置済み

― ― ・ホットライン窓口
を設定し、担当予
報官が今後の気
象の見通し、留意
点等について解説
【実施済み】

― ・問い合わせ内容
に応じて、関係部
署が適宜対応す
る。【実施済】

・問合せの内容に
応じて、関係部署
が適宜対応する。
【引き続き実施】

・問合せの内容に
応じて、関係部署
が適宜対応する。
【実施済】

・必要な事前準備
情報については、
区ホームページや
水害ハザードマッ
プの中で周知して
いる。【引続き実
施】

・平常時において、
風水害に限らず問
合せ対応を実施し
ている。【引き続き
実施】

・水害ハザードマッ
プ等の問合せとと
もに対応している。

・現行の組織体制
で対応している。
【引き続き実施】

・現行の組織体制
で対応している。
【実施済み】

・日常から所管課
で対応している。
【引き続き実施】

・危機管理室及び
土木部が中心と
なって対応する。
【引き続き実施】

・問合せ窓口は、
水防本部設置時
は、都市建設部企
画調整課であり、
災害対策本部設
置時は危機管理
部災害対策課とし
ている。【実施済
み】

・危機管理課で対
応する【引き続き
実施】

・ハザードマップ等
に関する問合せ窓
口は、危機管理室
防災危機管理課と
している。

157
令和３年度末

取組状況

・防災企画室に設
置済み【実施済
み】

― ― ・区市町村からの
気象に関するホッ
トライン窓口を設
定し、担当予報官
が今後の気象の
見通し、留意点等
について解説する
体制をとっている。
・Webを介した気象
情報の説明会及び
区市町村訪問等
の機会を利用し
て、防災気象情報
の理解、活用に係
る説明等を実施。
・引き続き継続

― ・問い合わせの内
容に応じて、関係
部署が適宜対応し
た。

・問い合わせの内
容に応じて、関係
部署が適宜対応し
た。

・実施済み ・水害時における
必要な事前準備情
報について、区
ホームページや水
害ハザードマップ、
防災ガイド等で周
知した。またハ
ザードマップ4種及
び防災ガイドを区
内全戸に配布し
た。

・平常時において、
風水害に限らず問
合せ対応を実施し
ている。

・水害ハザードマッ
プや避難等に関す
る問合せに平常時
から対応している。

・現行の組織体制
で対応している。
【引き続き実施】

・令和元年度台風
第19号を受け、全
庁的な水害体制を
整理した。

・水害に関する問
合せは、平常時か
ら所管課で対応し
ている。令和元年
台風第19号の教
訓を踏まえ、台風
の接近・上陸時に
おける電話対応等
の体制強化を図っ
た。【実施済み】

・各所管で対応し
ている。【引き続き
実施】

・避難や平時の準
備等については危
機管理部災害対
策課、水防計画や
事業等については
都市建設部企画
調整課が窓口と
なっている。
・分散避難につい
ての広報に注力し
ている。

・危機管理課で対
応する

・危機管理部が窓
口となって対応。

158
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

159
令和4年度

以降の
取組方針

担当予報官が今
後の気象の見通
し、留意点等につ
いて解説

・問い合わせ内容
に応じて、関係部
署が適宜対応す
る。

・問合せの内容に
応じて、関係部署
が適宜対応する。

引き続き問合せの
内容に応じて、関
係部署が適宜対
応する。

水害時における必
要な事前準備情報
を区ホームペー
ジ、ハザードマッ
プ、防砂ガイド等で
周知していく。

・平常時において、
風水害に限らず問
合せ対応を実施し
ている。

・引き続き、水害ハ
ザードマップや避
難等に関する問合
せに平常時から対
応を行う。

・現行の組織体制
で対応する。

業務や組織体制に
合わせて、引き続
き体制の整理や見
直しを行う。

・日常から所管課
で対応している。
【引き続き実施】

・各所管で対応し
ている。【引き続き
実施】

引き続き継続 ・危機管理課で対
応する

・危機管理部が窓
口となって対応。

160
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

161 取組方針

・要望に応じて積
極的に協力する
【平成28年度～】

― ・ダム見学の機会
を活用した防災面
の啓発活動を実施
する。【引き続き実
施】

・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する【平
成28年度～】

・「東京防災」を活
用した啓発支援に
取り組んでいく。
【引き続き実施】

・今後、教育委員
会と連携して推進
していく。【平成28
年度～】

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

・区の実情に沿っ
た水災害教育の実
施を検討する。【平
成28年度～】

・今後、区教育委
員会等と実施を検
討していく。

・今後、教育委員
会等と調整し、実
施を検討していく。
【平成28年度～】

・区教育委員会等
と調整し、実施を
検討していく。

・副読本に区の地
理的特徴を掲載し
ている。【引き続き
実施】
・立体地形図を小
学校全校に配布し
ている。【実施済
み】

・教育関係機関へ
働きかけていく。
【平成28年度～】

・小中学生向けの
区報に水害に関す
る記事を掲載し、
その家族を含めた
啓発を行う。【引き
続き実施】

・小中学生も含め
た地域防災力の向
上について検討し
ていく。【平成28年
度～】

・ＤＶＤを使用した
講演を行ってい
る。【引き続き実
施】

・小中学校で活用
できる水災害に関
する資料の提供に
ついて検討する。
【平成28年度～】

・小中学校の総合
学習の中で防災教
育（地震、風水害）
を継続していく。
【引き続き実施】

162
令和３年度末

取組状況

・学校や地域の防
災訓練、防災教育
に参加、支援【引き
続き実施】

― ・引き続き実施 ・流域の中学校の
防災教育に参加し
た。
・引き続き実施

・水害を含めた自
然災害への対策
等を学べる「防災
ノート～災害と安
全～」を都内小中
学校の児童・生徒
に配布し、防災教
育を推進した。
・都内小中学校等
に「東京マイ・タイ
ムライン」を配布
し、水害時に適切
な防災行動をとれ
るよう、普及啓発を
実施した。

・引き続き教育関
係機関と検討を
行っていく。
・区内小学校でハ
ザードマップを使
用した出前授業を
実施した。

水害等を含む防災
教育を行ってい
る。

・検討中 ・実施内容等につ
いて、関係機関と
検討していく。

・今後、教育委員
会等と調整し、実
施を検討していく。

・小学校や中学校
において、防災啓
発をする機会に水
害対策についても
説明をした。

・立体地形図を小
学校全校に配布し
ている。【実施済
み】

・引き続き教育関
係機関に働きかけ
を行う。
・中学生を対象とし
た防災・減災教室
を実施

・小中学生の防災
意識の向上を図る
ため、防災研修や
防災講話を実施し
ている。【引き続き
実施】

・依頼のあった小
学校において、防
災啓発をする機会
に水害対策につい
て説明をした。

・一部の避難所運
営会議や協定先
施設等で講演会等
を実施。
・東京都が災害対
策基本法改正に伴
い東京マイタイム
ラインを改訂した
ため、改訂版を区
民事務所にて設置
し配布した。

・一部学校の教材
として、ハザード
マップを配布した。

・小中学校におい
て防災教育を継続
中。

163
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

164
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・引き続き実施 ・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する

・「東京防災」や
「東京・マイタイム
ライン」を活用した
啓発支援に取り組
んでいく。【引き続
き実施】

・引き続き教育関
係機関と検討を
行っていく。

水害等を含む防災
教育の実施につい
て、引き続き検討
していく。

引き続き、区の実
情に沿った水災害
教育の実施を検討
する。

・引き続き実施内
容等について菅家
機関と連携し、検
討していく。

・今後、教育委員
会等と調整し、実
施を検討していく。

引き続き、防災講
話や防災啓発パン
フレットの配布を通
じて、水害に関す
る事項を周知して
いく。

・引き続き副読本
に区の地理的特徴
を掲載するほか立
体地形図の小学
校全校への配布に
取り組む。

・引き続き教育関
係機関に働きかけ
を行う。
・中学生を対象とし
た防災・減災教室
を実施

・小中学校での防
災講話の実施や、
あらBOSAIへの参
加募集など、あら
ゆる機会を通じ
て、水害の普及啓
発を行う。

防災啓発をする機
会に水害対策につ
いて説明する。

引続き講演会等を
実施し防災教育を
行っていく。

学校からの要望に
応じて防災教育を
支援していく

・小中学校の総合
学習の中で防災教
育（地震、風水害）
を継続していく。

165
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

166 取組方針

・要望に応じて積
極的に協力する
【平成28年度～】

― ・下流域の教育委
員会の要望に応じ
て実施する。【平成
28年度～】

・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する【平
成28年度～】

― ・今後、教育委員
会と連携して推進
していく。【平成28
年度～】

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

・区の実情に沿っ
た水災害講習の実
施を検討する。【平
成28年度～】

・今後、区教育委
員会等と実施を検
討していく。

― ・区教育委員会等
と調整し、実施を
検討していく。

・避難所となる各
学校で開催される
連絡会等の機会に
教職員を対象とし
た講習会を行う。
【引き続き実施】

・区教育委員会等
と調整し、実施を
検討していく。【平
成29年度～】

・今後、教育委員
会事務局と調整
し、実施を検討して
いく。【平成28年度
～】

・各学校で開催さ
れる連絡会等の際
に、講習を行う。
【引き続き実施】

・ＤＶＤを使用した
講演を行ってい
る。【引き続き実
施】

・学校からの要望
に応じて、実施す
る

・区内小中学校の
校長、教員等を対
象にした防災に係
る勉強会を継続し
ていく。【引き続き
実施】

167
令和３年度末

取組状況

・教育委員会の防
災安全教育研修
会を実施【引き続
き実施】

― ・引き続き実施 ― ― ・引き続き教育関
係機関と検討を
行っていく。

水害等を含む防災
教育を行ってい
る。

・検討中 ・実施内容等につ
いて、関係機関と
検討していく。

・実施内容等につ
いて、関係機関と
検討していく。

・校長や副校長も
出席している地域
防災活動拠点会
議にて、ハザード
マップ等を活用し、
水害対策について
説明をした。

・避難所となる各
学校で開催される
連絡会等におい
て、教職員や町会
役員を対象に講習
を実施した。

・引き続き教育委
員会等と検討す
る。

・教育委員会事務
局と調整し、実施
に向け検討してい
る。
・個別に要望を受
けた小中学校にて
防災講話を実施し
た。

・教員への啓発方
法について検討し
ていく。

・水害時の避難所
運営のため、「水
害時避難所運営
手順書」を作成し
配付。避難所開設
訓練に活用してい
る。
・一部の避難所運
営訓練にて、水害
時対応訓練を実
施。

・学校からの要望
がなかった

・新型コロナウイル
ス感染症対策によ
り、講演会等の実
施は見送り。

168
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

169
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・引き続き実施 ・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する

・引き続き教育関
係機関と検討を
行っていく。

引き続き、水害全
体（津波や高潮等
も含めて）に関する
ことなど総合的な
観点から防災教育
の実施について検
討していく。

引き続き、区の実
情に沿った水災害
教育の実施を検討
する。

・引き続き実施内
容等について菅家
機関と連携し、検
討していく。

・実施内容等につ
いて、関係機関と
検討していく。

・引き続き地域防
災活動拠点会議に
て、ハザードマップ
等を活用し、水害
対策について説明
を行う。

・避難所となる各
学校で開催される
連絡会等におい
て、教職員や町会
役員を対象に講習
を実施する。

・区教育委員会等
と調整し、引き続き
実施を検討してい
く。

・教育委員会事務
局と調整し、実施
を検討していく。
【平成28年度～】

・教員への啓発方
法について検討し
ていく。

上記手順書の内
容を定期的に見直
し、ブラッシュアッ
プしていく。

学校からの要望に
応じて実施していく

・大規模水害時の
対応に必要な知識
の啓発を継続。

170
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

水害時の事前
準備に関する
問合せ窓口の
設置

― ―

F

（小中学校を
含む）防災教
育の促進

【国・都道府県管理河川共通】
・文部科学省等との連名で都道府県学
校担当者等宛てに「水防法又は土砂災
害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律に基づく避難確
保計画の作成及び訓練の実施の徹底に
ついて」に関する通知を発出。
・水防法又は土砂災害防止法に基づき
市町村地域防災計画において要配慮者
利用施設に定められた小学校、中学校
に対して、避難確保計画の作成、計画に
基づく避難訓練及び避難訓練を通じた防
災教育の実施に努めるよう、協議会等に
よる支援体制を構築。

【国・都道府県管理河川共通】
・2019年出水期までに実施することが困難な
学校に対しては、2019年度中に避難確保計
画を作成し、2020年度の年間計画に避難訓
練及び避難訓練を通じた防災教育の実施に
ついて定めるよう通知を発出。また、協議会
等による支援を行うとともに、先進的な事例
については協議会等の場を活用し、共有。
・避難確保計画策定にあたっての課題を把
握し、計画策定の手引きを改訂。
・引き続き、国の支援により作成した指導計
画等を、協議会の関連市町村における全て
の学校に共有。
【国管理河川】
・引き続き、国管理河川の全て協議会におい
て、防災教育に関する支援を実施する学校
を教育関係者等と連携して決定し、指導計画
等の作成に着手。

F

教員を対象と
した講習会の
実施

― ―

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

171 取組方針

・要望に応じて積
極的に協力する
【平成28年度～】

― ・関係機関の要望
に応じて実施す
る。【平成28年度
～】

・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する【平
成28年度～】

― ・職員が直接出向
き、大地震や水害
等の防災対策につ
いて講習会を行っ
ている。【実施済
み】

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

・関係機関と協力
して、要請に応じて
実施する。【平成28
年度～】

・要請に応じ実施
を検討する。

・町会やマンション
からなどの要望に
応じて、風水害に
おける出前講座等
を実施している。
【引き続き実施】

・町会等の要請に
応じて実施を検討
していく。

・要請により区民
等を対象とした講
習会を行う。【引き
続き実施】

・毎年１１月に「環
境展で、小学生対
象に出前講座を実
施している。【実施
済み】

・要請に応じて出
前講座等を開催し
ている。【引き続き
実施】

・町会等の要請に
応じて実施してい
る。【引き続き実
施】

・ＤＶＤを使用した
講演を行ってい
る。【引き続き実
施】

・広報紙等で周知
の上、要望に応じ
て実施する【引き
続き実施】

・学校に新たに設
置されたマンホー
ルトイレ等の防災
設備を例に、小学
生向けの防災学習
に取り組んでい
る。【引き続き実
施】
・町会や自治会、
事業者団体からの
依頼に基づき、防
災講演会を実施し
ている。【引き続き
実施】

172
令和３年度末

取組状況

・防災に関する出
前講座を実施【引
き続き実施】

― ・引き続き実施 ・関係機関等の要
望に応じて、防災
知識の普及啓発
活動等に係る支援
を実施
・引き続き実施

― ・職員が直接出向
き、大地震や水害
等の防災対策につ
いて講習会を行っ
ている。感染症等
により開催ができ
ない場合は、資料
等を配布すること
で講習会の代わり
としている。

・既存の地震災害
を想定した防災ア
ドバイザー派遣制
度について、水害
の内容も対応可能
なものにした。
・水害の内容を含
めた防災アドバイ
ザー派遣を行っ
た。

・要望があれば実
施する

・町会・自治会等
への防災講話を実
施し、区の水害対
策について説明し
ている。【引き続き
実施】

・町会やマンション
からなどの要望に
応じて、風水害に
おける出前講座等
を実施している。

・地域防災活動拠
点会議等や地域
の防災訓練にて、
水害対策について
啓発を行った。

・要請により区民
等を対象とした講
習会を実施してい
る

・要請に応じて実
施【引き続き実施】

・要請に応じて出
前講座等を開催し
た。【実施済み】

・町会などの要望
に応じて、風水害
における講習会等
を実施している。
【引き続き実施】

・一部の学校や避
難所運営会議等で
実施
・地域からの要望
に応じて実施

・広報紙等で周知
の上、要望に応じ
て実施している。

・住民説明会や防
災訓練を継続中。

173
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

174
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・引き続き実施 ・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する

オンライン形式で
実施するなど、手
法を検討していく。

引き続き、防災アド
バイザー派遣等を
行っていく。

引き続き、要望が
あった場合には関
係機関と協力し
て、要請に応じて
実施する。

・町会・自治会等
への防災講話を実
施、区の水害対策
について説明して
いく。【引き続き実
施】

・町会やマンション
からなどの要望に
応じて、風水害に
おける出前講座等
を実施している。

引き続き、町会等
の要請に応じて実
施を検討していく。

・要請により区民
等を対象とした講
習会を実施する

要望のある各種団
体や町会・自治会
に防災セミナーや
講話を実施する。

・要請に応じて出
前講座等を開催し
ている。【引き続き
実施】

・町会などの要望
に応じて、風水害
における講習会等
を実施する。

引続き実施してい
く。

・広報紙等で周知
の上、要望に応じ
て実施していく。

・住民説明会や防
災訓練を継続
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令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

176 取組方針

・わかりやすい資
料を作成し、積極
的に広報活動を行
う【平成28年度～】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、今後検討を行
う。【平成28年度
～】

・「水防災意識社
会」再構築を意識
した広報に取り組
む。【平成28年度
～】

・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する【平
成28年度～】

・広報と連携した、
啓発支援に取り組
んでいく。【引き続
き実施】

・ハザードマップや
区報などにより、
水害に関する有益
な情報を発信して
いる。【引き続き実
施】

・毎年出水期前
に、浸水対策を働
きかけるリーフレッ
トを作成し、新聞折
り込み等で区民に
広報する。【引き続
き実施】

・浸水ハザードマッ
プなどについて、
ホームページでも
情報の発信を行っ
ていく。

・水害ハザードマッ
プや区発行の防災
対策パンフレット、
ホームページなど
から水害に関する
情報を提供してい
く。【引き続き実施】

・台東区洪水ハ
ザードマップや台
東区安全安心ハン
ドブック、ホーム
ページなどから、
引き続き、水害に
関する有益情報を
発信していく。【引
き続き実施】

・毎年、区報の中
で水害に関する情
報を提供していく。

・洪水ハザードマッ
プやホームページ
などから、水害に
関する有益情報を
発信していく。【引
き続き実施】

・政策提案共同事
業で、NPO団体と
協働し、過去の水
害を記録に残した
DVDや、水害水路
図、水害年表、子
供向けパンフレット
の作成を行う。【平
成28年度～】

・水害に対する意
識向上のため、防
災アプリや洪水ハ
ザードマップ、区報
等において、注意
喚起や水害対策
の啓発につながる
記事を作成する。
【引き続き実施】

・洪水ハザードマッ
プや作成中の土砂
災害ハザードマッ
プの配付。また、
区HPや広報を通じ
て啓発に努めてい
く。【平成28年度
～】

・今後検討する。 ・区ホームページ
や広報誌を通じ
て、水防災につい
て情報発信を図
る。【引き続き実
施】

・区のホームペー
ジや、くらしの便利
帳（全戸配布）にお
いて防災に関する
情報を掲載してい
る。【引き続き実
施】

177
令和３年度末

取組状況

・関係機関と情報
共有を実施【引き
続き実施】
・総力戦で挑む防
災・減災プロジェク
トでとりまとめた施
策の促進【引き続
き実施】

・令和３年5月の災
害対策基本法の
改正内容を踏ま
え、指定公共機関
等の協力を得なが
ら全国のコンビニ
エンスストアのレジ
ディスプレイへの
表示や全国の郵
便局、イオン、鉄道
駅、病院、福祉施
設、学校等にポス
ターを掲示するとと
もに、新聞やラジ
オでの政府広報を
行うなどあらゆる
機会を捉えて、新
たな避難情報の住
民周知を行った。
【引き続き実施】

・「水防災意識社
会」の再構築につ
いて組織内に周知
し広報等について
検討を行った。【引
き続き実施】

・防災イベント等を
通じて、防災気象
情報の理解、活用
に係る普及啓発を
実施。
・市区町村防災担
当者向け気象防災
ワークショップの実
施。
・引き続き実施

・広報と連携した、
啓発支援に取り組
んでいる。

・ハザードマップや
区報などにより、
水害に関する有益
な情報を発信し
た。
・ハザードマップや
マイ・タイムライン
の作成方法につい
て解説した動画を
区ホームページで
公開した。

・浸水対策を働き
かけるリーフレット
を作成し、新聞折
り込み等で広報し
た。

・浸水ハザードマッ
プについて、ホー
ムページでも情報
の発信を行ってい
る。

・水害ハザードマッ
プや区発行の防災
対策パガイド、区
ホームページなど
から水害に関する
情報を提供した。

・既存の防災アプ
リに水害に関する
機能を追加した。

・令和3年7月の区
報にて避難方法や
タイムラインなどを
表示した「水害に
対する備え」を掲
載した。

・水害ハザードマッ
プやホームページ
などから、水害に
関する有益情報を
発信していく。
・複数の施設にお
いて、水害時の写
真を展示するなど
して、当時の経験
を風化させないよ
うに啓発した。

・区ホームページ
や広報誌等を通じ
て、水防災につい
て情報発信を行っ
た。【引き続き実
施】

・防災アプリやハ
ザードマップ、ホー
ムページ、区報等
の様々な媒体を通
じた啓発を行い、
区民の水防災意
識の向上を図って
いる。【引き続き実
施】
・令和3年6月に
は、荒川区防災ア
プリをリニューアル
し、避難場所の開
設状況や混雑状
況等をリアルタイ
ムで確認できる機
能等を追加したこ
とにより、実災害時
の避難行動の支
援を強化した。

・ハザードマップを
作成し情報誌内に
掲載し全戸配布を
行った。

・区ホームページ
や広報誌等を通じ
て、水防災につい
て情報発信を行っ
た。
・区が発行する洪
水ハザードマップ
に水害時の情報の
増強を行った。
・分散避難につい
てリーフレットを作
成・配付し周知して
いる。

・区ホームページ
や広報誌を通じ
て、水防災につい
て情報発信を図っ
ている。

・「えどがわ区民
ニュース」で大規
模水害時における
自主的な広域避難
を促すことを目的
とした番組を作
成。

178
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

179
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・避難情報等に関
する住民周知を含
め、住民主体の防
災対策の定着に向
けた取組を日本全
国で実施する。

・「水防災意識社
会」の再構築につ
いて組織内に周知
し広報等について
検討を行う。【引き
続き実施】

・河川事務所及び
流域各区の取り組
みに協力する

・広報と連携した、
啓発支援に取り組
んでいく。【引き続
き実施】

効果的な広報や資
料作成を継続実施
する。

区の広報誌で出水
期前に浸水対策を
働きかける記事を
掲載し、区民に広
報する。

引き続き、浸水ハ
ザードマップなどに
ついて、ホーム
ページでも情報の
発信を行っていく。

・水害ハザードマッ
プや区発行の防災
対策パンフレット、
ホームページなど
から水害に関する
情報を引き続き提
供していく。

・各種水害別ハ
ザードマップや台
東区安全安心ハン
ドブック、ホーム
ページなどから、
引き続き、水害に
関する有益情報を
発信していく。

・引き続き出水期
前に区報にて避難
方法やタイムライ
ンなどを表示した
「水害に対する備
え」を掲載する。

・令和3年度実施し
た取り組みを引き
続き行う。

引き続き、区ホー
ムページや広報誌
等を通じて、水防
災について情報発
信を行う。
北区の水害の特
徴やハザードマッ
プの見方、区の避
難方針等をまとめ
た動画の作成（令
和4年度）

・水害に対する意
識向上のため、防
災アプリや洪水ハ
ザードマップ、区報
等において、注意
喚起や水害対策
の啓発を行う。

・ハザードマップの
改訂があれば更新
し、情報誌内の全
戸配布を行う。

出水期前には広報
を使い分散避難を
周知するなどし、
引き続き区民の防
災意識向上を図っ
ていく。

・区ホームページ
や広報誌を通じ
て、水防災につい
て情報発信を図っ
ていく。

・区のホームペー
ジや、区民ニュー
ス、広報を用いた
啓発活動を継続

180
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

効果的な「水
防災意識社
会」再構築に
役立つ広報や
資料作成の実
施

－ －

F

出前講座等を
活用した講習
会の実施

― ―

F

13/26
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資料４－１

181 取組方針

・プッシュ型の洪水
予報の情報発信を
実施【平成29年度
～】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、今後検討を行
う。【平成28年度
～】

・ダムの操作状況
に関するリアルタ
イム広報の継続実
施及び改善を行
う。【引き続き実
施】
・「川の防災情報」
など防災ポータル
への情報提供を行
う。【引き続き実
施】

・定時的情報として
の「警報級の現象
になる可能性」の
提供
・大雨注意報警報
の発表時の「時系
列で危険度を色分
けした表示」の実
施。
・メッシュ情報の充
実化
【平成29年度出水
期～】

― ・メール配信サー
ビスを活用し、指
定河川（荒川・神
田川）に係る洪水
予報の発信や区
内の雨量情報、水
位情報、水位映像
をホームページで
公開。【引き続き実
施】

・区民向け登録制
メールサービスで
荒川洪水予報を配
信している。今後
は新たな手段につ
いても検討してい
く。【平成28年度
～】

・現在導入してい
る発信手段の他、
新たな手段につい
て検討していく。
【平成28年度～】

・区民向け登録制
メール配信サービ
スにて河川情報を
配信するとともに、
防災用ホームペー
ジにて、気象情
報、雨量情報、水
位情報、水位映像
等を公開してい
る。【引続き実施】

・区民向け登録制
メール配信サービ
スにて、指定河川
情報を配信してい
る。また、連動して
ホームページにも
掲載される仕組み
となっている。【引
き続き実施】

・区のホームペー
ジ、SNS等の媒体
等を通じた、効果
的な周知方法を検
討する。

・区ホームページ
または、あらかじめ
「こうとう安全安心
メール」に登録した
人に対して、指定
河川洪水予報を配
信している。【実施
済み】
・ハザードマップに
河川の水位情報
等がわかるサイト
のURLを掲載して
いる。【実施済み】

・区民向け登録制
メール配信サービ
ス、区ホームペー
ジや広報紙等で周
知する。【実施済
み】

・スマートフォン等
で利用できる「荒
川区防災アプリ」に
おいて水害に関す
る情報を配信し、
周知を図ってい
る。【引き続き実
施】

・スマートフォン等
で利用できる「板
橋区防災アプリ」に
おいて水害に関す
る情報を配信し、
周知を図ってい
る。【引き続き実
施】

・今後検討する。 ・広報紙等で、毎
年周知をする【引
き続き実施】

・くらしの便利帳
（全戸配布）におい
て、河川情報の確
認方法及び提供元
を掲載している。
【引き続き実施】

183
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

184
令和4年度

以降の
取組方針

・河川情報等の警
戒レベル相当情報
に関する住民周知
を含め、住民主体
の防災対策の定
着に向けた取組を
日本全国で実施す
る。

・平成29年6月よ
り、ダムの防災操
作の実施につい
て、ツイッターによ
る情報発信を試行
的に実施【引き続
き実施】

・定時的情報として
の「警報級の現象
になる可能性」の
提供
・大雨注意報警報
の発表時の「時系
列で危険度を色分
けした表示」の実
施。
・メッシュ情報の充
実化
・防災気象情報の
啓発

・デジタルサイネー
ジを活用した、水
害リスク情報の発
信等

効果的な広報を継
続実施する。

災害情報等を迅速
かつ確実に発信す
るため導入した一
斉送信システム
に、ＳＮＳ等と連携
し、機能を拡充す
る。

引き続き、現在導
入している発信手
段の他、新たな手
段について検討し
ていく。

神田川について
は、区民向け登録
制メール配信シス
テムにて河川情報
を配信するととも
に、防災ポータル
にて、気象情報、
雨量情報、水位情
報、水位映像等を
公開していく。

・区民向け登録制
メール配信サービ
スにて、指定河川
情報を配信してい
る。また、連動して
ホームページやア
プリにも掲載され
る仕組みとなって
いる。【引き続き実
施】

・引き続き、区ホー
ムページのほか、
区報にハザード
マップ（QRコード）
を掲載し、周知を
図る。

・引き続き区ホー
ムページまたは、
「こうとう安全安心
メール」に登録した
人に対して、指定
河川洪水予報を配
信するほか、ハ
ザードマップに河
川の水位情報等
がわかるサイトの
URLを掲載する。

・引き続き、区民向
け登録制メール
サービス、区ホー
ムページや広報誌
等での周知を行
う。
・ハザードマップ動
画を作成し、区民
に水害への考え方
を学んでもらう。
（R4）
・LINE等のSNSを
活用していく。

・荒川区防災アプ
リや区メールマガ
ジン等により、水害
に関する情報を配
信し、周知を図っ
ていく。

・スマートフォン等
で利用できる「板
橋区防災アプリ」に
おいて水害に関す
る情報を更新し、
周知を図る。

効果的な情報発信
方法について、引
き続き検討してい
く。

・広報紙で水害特
集号を掲載して、
周知をする

・広報資料、講演
会、訓練等を通じ
た周知を継続

185
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

186 取組方針

― ― ― ・定時的情報として
の「警報級の現象
になる可能性」の
提供
・大雨注意報警報
の発表時の「時系
列で危険度を色分
けした表示」の実
施。
・メッシュ情報の充
実化
【平成29年度出水
期～】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

187
令和３年度末

取組状況

― ― ― ・顕著な大雨に関
する情報の提供開
始した。
・顕著な台風等が
接近した際の呼び
かけ方の改善とし
て、大雨や暴風等
によってどのような
災害が想定される
のかがより伝わる
よう解説を強化し
た。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

188
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

189
令和4年度

以降の
取組方針

・危険度分布の色
の統合。
・高潮の早期注意
情報提供。
・国管理河川の洪
水危険度の一体
的提供。

190
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

区民等に向け
た河川情報の
発信の工夫・
改善、区民向
け周知

― ―

F
G

・広報紙で水害特
集号を掲載して、
周知をした

・防災講演会や訓
練において、河川
情報の確認方法
及び提供元を紹介
している。

《再掲》
気象情報の改
善(水害時の
情報の入手の
しやすさをサ
ポート)を実施

・危険度の色分け表示
・警報級の現象になる可能性の情報発
信

―

F

・区ホームページ
のほか、区報にハ
ザードマップ（QR
コード）を掲載し、
周知を図った。

・区ホームページ
または、あらかじめ
「こうとう安全安心
メール」に登録した
人に対して、指定
河川洪水予報を配
信している。【実施
済み】
・防災関連情報ツ
イッターでの指定
河川洪水予報を自
動連携配信を実
施。【平成30年度
～】
・ハザードマップに
河川の水位情報
等がわかるサイト
のURLを掲載して
いる。【実施済み】
・ホームページに
て、区民ニーズに
合わせた荒川の水
位、台風情報、雨
量情報に特化した
リンクをまとめたサ
イトを新規作成し
た。
・防災マップアプリ
での気象情報等、
自動連携配信を実
施。【令和２年度
～】

・区民向け登録制
メール配信サービ
ス、区ホームペー
ジや広報紙等で周
知している。
・防災タウンページ
防災アプリ終了後
は、東京都防災ア
プリを周知してい
る。

・スマートフォン等
で利用できる防災
アプリやホーム
ぺージ、メールマ
ガジン等を活用し
て、河川情報の周
知を行っている。
【引き続き実施】
・令和3年6月に
は、荒川区防災ア
プリをリニューアル
し、避難場所の開
設状況や混雑状
況等をリアルタイ
ムで確認できる機
能等を追加したこ
とにより、実災害時
の避難行動の支
援を強化した。

・スマートフォン等
で利用できる「板
橋区防災アプリ」に
おいて水害に関す
る情報を更新し、
周知を図った。【引
き続き実施】

・ホームページ、登
録制メール配信シ
ステム、登録制自
動電話案内システ
ム等で水位情報等
を案内している。
・区防災アプリで河
川水位や河川の
映像をリアルタイ
ムで確認できるよ
う整備している。
・通常時のほか、
特に避難した後の
情報取得方法につ
いて周知を検討。

・デジタルサイネー
ジを活用した、水
害リスク情報の発
信
・都の広報誌で水
害時の避難の心
得について掲載
し、周知

・メール配信サー
ビスを活用し、指
定河川（荒川・神
田川）に係る洪水
予報の発信や区
内の雨量情報、水
位情報、水位映像
をホームページで
公開している。

・災害時において
区民などに迅速か
つ確実な情報を発
信するため、区民
向け登録制メール
サービスをはじ
め、複数の情報伝
達手段の一斉送
信システムを導入
した。

・随時実施してい
る

・神田川について
は、区民向け登録
制メール配信シス
テムにて河川情報
を配信するととも
に、防災用ホーム
ページにて、気象
情報、雨量情報、
水位情報、水位映
像等を公開してい
る。

・区民向け登録制
メール配信サービ
スにて、指定河川
情報を配信してい
る。また、連動して
ホームページやア
プリにも掲載され
る仕組みとなって
いる。【引き続き実
施】

182
令和３年度末

取組状況

・平成29年5月から
運用を開始済み
【実施済み】

・令和３年5月の災
害対策基本法の
改正内容を踏ま
え、指定公共機関
等の協力を得なが
ら全国のコンビニ
エンスストアのレジ
ディスプレイへの
表示や全国の郵
便局、イオン、鉄道
駅、病院、福祉施
設、学校等にポス
ターを掲示するとと
もに、新聞やラジ
オでの政府広報を
行うなどあらゆる
機会を捉えて、新
たな避難情報（警
戒レベル相当情報
である河川情報も
含む）の住民周知
を行った。【引き続
き実施】

・平成29年6月よ
り、ダムの防災操
作の実施につい
て、ツイッターによ
る情報発信を試行
的に実施【引き続
き実施】

・防災気象情報の
利用等について、
ホームページやツ
イッターを用いて
情報発信を実施し
た。
・引き続き実施。
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

191 取組方針

・要望に応じて積
極的に協力する
【平成28年度～】

― ・訓練に必要な情
報を提供する。【平
成28年度～】

― ・東京マイ・タイム
ラインの普及など
風水害の体験型
訓練を拡充してい
く【引き続き実施】

・水防訓練の中
で、消防署の協力
を得て水圧ドア体
験等を行ってい
る。【引き続き実
施】

・今後、検討を進
めていく。【平成28
年度～】

― ― ・荒川下流河川事
務所が管理してい
る降雨体験車等を
活用していく。【引
き続き実施】

・区民等が風水害
を体験できる訓練
等を検討していく。

・毎年、水防訓練
の中で、東京都下
水道局の協力を得
て水圧ドア体験を
行っている。【引き
続き実施】

― ・水防訓練におい
て、区民が参加で
きる体験型訓練を
実施している。（簡
易水のうの作成・
設置、水圧ドア体
験等）【引き続き実
施】

・毎年、水防訓練
の中で、東京都下
水道局の協力を得
て水圧ドア体験を
行っている。【引き
続き実施】

・足立区・消防署
合同総合水防訓
練にて、区民も参
加の上、タイムライ
ンを運用した避難
訓練を実施してい
る。【引き続き実
施】

・水害を想定した
避難訓練等の実
施について検討す
る

・毎年実施してい
る水防訓練におい
て、東京都下水道
局の協力を得て区
民が参加できる体
験型訓練を実施し
ている。

192
令和３年度末

取組状況

・要望に応じて降
雨体験車等の派
遣を実施【引き続
き実施】

― ・「洪水対応演習」
に加え、「ダム防災
操作研修」を実施
し、ダム防災操作
シミュレータの実技
訓練等を実施【引
き続き実施】

― ・新型コロナウイル
ス感染症の影響を
踏まえ、VR体験等
により実施した。

新型コロナウイル
ス感染症の影響で
訓練を実施できて
いない。

・今後の水防訓練
のあり方等につい
て消防署と協議を
行った。

・地域の訓練で、
水圧ドア体験を実
施している。

― ・今年度は活用を
見送った。

・啓発冊子「地震に
備えて」の中で、本
所防災館にて暴風
雨体験、都市型水
害体験ができる旨
を記載し、周知をし
た。

・令和3年度は新
型コロナ感染症の
影響で水防訓練を
実施できなかっ
た。

― ・区職員による自
主訓練を実施し
た。【引き続き実
施】

・令和3年度は新
型コロナ感染症の
影響で実施できな
かった。

・コロナ禍にて区民
への訓練等の啓
発活動が進んでい
ない。

・風水害時を想定
して、全学校避難
所の開設訓練を
行った。

・新型コロナウイル
ス感染症対策のた
め、水防訓練への
一般区民の参加を
見送った。

193
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

194
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・「洪水対応演習」
に加え、「ダム防災
操作研修」を実施
し、ダム防災操作
シミュレータの実技
訓練等を実施【引
き続き実施】

・東京マイ・タイム
ラインの普及など
風水害の体験型
訓練を拡充してい
く。

・毎年、消防署の
協力を得て水防訓
練を実施していく。
（土のう工法等）
【引き続き実施】

・水防訓練におけ
る風水害の体験型
訓練の実施につい
て検討する。

・荒川下流河川事
務所が管理してい
る降雨体験車等を
活用していく。

・引き続き、啓発冊
子「地震に備えて」
の中で、本所防災
館にて暴風雨体
験、都市型水害体
験ができる旨を記
載し、周知する。

・新型コロナウイル
ス感染症の状況を
勘案し、水防訓練
を開催した場合、
水防訓練で水圧ド
ア体験を行ってい
く。

・水防訓練におい
て、区民が参加で
きる体験型訓練を
実施している。（簡
易水のうの作成・
設置、水圧ドア体
験等）【引き続き実
施】

・水防訓練の中
で、東京都下水道
局の協力を得て水
圧ドア体験を行う。

新型コロナウイル
ス感染症の状況に
注視し、足立区・消
防署合同総合水
防訓練で実施予
定。

・風水害時を想定
して、全学校避難
所の開設訓練を
行っていく。

・水防訓練等を通
じた体験型訓練を
実施。

195
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和8年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

196 取組方針

・引き続き実施す
るとともに、要望に
応じて積極的に協
力する【平成28年
度～】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、今後検討を行
う。【平成28年度
～】

・必要な訓練や研
修等を毎年実施す
るとともに、要望に
応じて積極的に協
力する

― ― ・水防訓練を実施
し、水防に関する
知識の継承を図
る。【引き続き実
施】

・毎年台風シーズ
ン前に水防訓練を
実施し、水防に関
する知識の継承を
図っている。【引き
続き実施】

・毎年出水期前に
水防訓練を実施
し、水防に関する
知識の継承を図っ
ている。

・水防訓練を実施
し、水防に関する
知識の継承を図
る。【引き続き実
施】

・「風水害及び雪害
活動実施要領」な
どのマニュアルか
ら知識・経験の継
承をしていく。【引
き続き実施】

― ・毎年、水害時の
写真を展示するな
どして、当時の経
験を風化させない
ように啓発してい
る。【引き続き実
施】

― ・「荒川区水防活
動計画」に基づき、
水防訓練を継続的
に実施する。【引き
続き実施】

・活動マニュアルを
作成し、都度更新
している。【引き続
き実施】

・出水時の緊急対
応行動や必要知
識習得のため職員
研修を行ってい
る。【引き続き実
施】

・危機管理課職員
用のマニュアルを
作成する【平成28
年度～】

・知識として新任研
修や職員研修にお
いて、区の水害の
歴史を学習。【引き
続き実施】
・毎年実施してい
る江戸川区合同水
防訓練において、
各種水防工法を実
施している。【引き
続き実施】

197
令和３年度末

取組状況

・事務所版タイムラ
インの振り返り・見
直しを実施【引き続
き実施】
・出水を振り返り継
承メモを作成【引き
続き実施】

・「荒川下流域を対
象としたタイムライ
ン専門部会」に参
加し、荒川下流タ
イムライン(拡大試
行版)適用演習を
通じて、出水時の
対応を確認した。

・洪水対応演習や
ダム防災操作研修
等の訓練や研修を
実施【引き続き実
施】

― ― 新型コロナウイル
ス感染症の影響で
訓練を実施できて
いない。

・今後の水防訓練
のあり方等につい
て消防署と協議を
行った。
・大型台風の接近
を想定した自主避
難所の開設につい
て訓練等を実施し
た。

・水防訓練を実施
し、水防に関する
知識や各機関の
連携を確認した。

・コロナウイルス感
染拡大防止の観
点から、消防機関
との合同訓練を中
止とした。

・「風水害対応方
針」、「職員行動マ
ニュアル」などのマ
ニュアルから知識・
経験の継承をして
いく。

― ・関係部署の全職
員を対象に、水防
活動に関する内容
を記載した区の水
防対策要領の説
明会を実施した。

― ・区職員による自
主訓練を実施し
た。【引き続き実
施】

・活動マニュアルを
作成し、都度更新
している。【引き続
き実施】

・緊急配備体制研
修、タイムライン研
修は資料を配付
し、職員の水防知
識の向上に努め
た。
・重機操作訓練等
を実施。

・水害対応図上訓
練を実施した

・地勢や歴史を含
む区の防災につい
て学ぶ新任研修を
実施。

198
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

199
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・タイムライン適用
演習への参加を通
じ、出水時の対応
を確認する。

・洪水対応演習や
ダム防災操作研修
等の訓練や研修を
実施【引き続き実
施】

水防訓練を実施
し、水防に関する
知識の継承を図
る。【引き続き実
施】

引き続き、台風
シーズン前に水防
訓練を実施し、水
防に関する知識の
継承を図る。

引き続き、水防訓
練を実施し、水防
に関する知識や各
機関の連携を確認
した。

・「風水害対応方
針」、「職員行動マ
ニュアル」などのマ
ニュアルから知識・
経験の継承をして
いく。

・引き続き、説明会
を開催していく。

・「荒川区水防活
動計画」に基づき、
水防訓練を継続的
に実施する。【引き
続き実施】

・活動マニュアルを
作成し、都度更新
している。【引き続
き実施】

引き続き継続 ・水害対応図上訓
練等を通じて災害
対応マニュアルを
随時見直していく

・水防訓練等を通
じた体験型訓練を
実施。・知識として
新任研修や職員
研修において、区
の水害の歴史を学
習。
・毎年実施してい
る江戸川区合同水
防訓練において、
各種水防工法を実
施。

200
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和8年度 令和7年度 年度 令和4年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

201 取組方針

― ― ― ― ・区が実施してい
る避難訓練につい
て必要な支援を
行っていく。

― ・今後、検討を進
めていく。【平成30
年度～】

― ― ― ・HPやSNS等のあ
らゆる媒体を活用
して、訓練の情報
を提供していく。

― ― ・大規模水害時に
おける有効的な避
難訓練の方法につ
いて検討・実施す
る。
・ＨＰや広報誌等の
媒体を活用して水
防訓練に関する情
報を提供していく。

― ・幅広い年代で、よ
り多くの住民が避
難訓練へ参加する
ための方法につい
て検討していく。

― ・水害時における
住民参加型の避
難訓練を実施し、
地域住民の参加を
促進させる。

202
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ・区が実施してい
る避難対策につい
て、普及啓発を通
じて支援した。

・要配慮者利用施
設に対して避難訓
練の実施を呼びか
けた。ハザードマッ
プの周知を引き続
き行うため、広報
紙やHP上で防災
意識の普及に努め
た。

実施していない。 ― ― ― ・HPやSNS等のあ
らゆる媒体を活用
して、訓練の情報
を提供した。

― ― ・新型コロナウイル
スの感染拡大防止
のため、住民参加
の訓練は実施でき
なかったが、令和３
年7月２1日の広報
誌において、避難
方法や避難場所、
避難時の注意点
等について周知を
行った。

― ・水害時避難所運
営手順書を作成
し、避難所開設運
営体制を整えた。

― ・水害時の住民参
加型の避難訓練
の実施を検討。

203
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

204
令和4年度

以降の
取組方針

・区が実施してい
る避難訓練につい
て必要な支援を
行っていく。

引き続き、要配慮
者利用施設に対し
て避難訓練の実施
を促進する。

引き続き、検討を
進める。

引き続き、HPや
SNS等の媒体を活
用し、訓練の情報
を提供していく。

・大規模水害時に
おける有効的な避
難訓練の方法につ
いて検討・実施す
る。
・ＨＰや広報誌等の
媒体を活用して水
防訓練に関する情
報を提供していく。

上記手順書の内
容を定期的に見直
し、ブラッシュアッ
プしていく。

「首都圏における
大規模水害広域
避難検討会」にお
ける避難場所、避
難誘導体制の検
討状況に応じて検
討を継続

205
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度

避難訓練への
地域住民の参
加促進

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・関係機関が連携して実施する、自治体
の避難情報、河川やダム等の防災情報
等を活用した住民参加型の避難訓練
や、避難場所への避難訓練について、こ
れまでの実施状況や様々な工夫、今後
の予定を協議会等の場で共有。
【下水道】
・住民参加型の避難訓練等の好事例を
収集し、各自治体に共有。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・引き続き、関係機関が連携して実施する、
自治体の避難情報、河川やダム等の防災情
報等を活用した住民参加型の避難訓練や、
避難場所への避難訓練について、実施状況
や様々な工夫、今後の予定を協議会等の場
で共有。
【下水道】
・住民参加型の避難訓練等の好事例を収集
し各自治体に共有するなど、協議会等の場
を通じて関係機関と連携して順次実施。

F

風水害の体験
型訓練の実施

― ―

F

職員の出水時
の知識・経験
の継承

― ―

F

15/26
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資料４－１

206 取組方針

― ― ― ― ― ― ・今後、検討を進
めていく。【平成30
年度～】

― ― ・地域包括支援セ
ンターやケアマ
ネージャーを対象
とした水害に関す
る勉強会を行って
いく。

・「防災士育成事
業」で資格を取得
した方々で協議会
を設立し、地域の
防災活動に取り組
んでいただく。

・関係機関、庁内
関係部署、地域と
連携し、各種訓練
や協議の場等を活
用し、共助の強化・
継続を図っていく。

― ・防災区民組織と
連携した避難訓練
の実施を検討し、
共助の仕組みの
強化を図る。

・関係機関、庁内
関係部署、地域と
連携し、各種訓練
や協議の場等を活
用し、共助の強化・
継続を図っていく。

・関係機関、庁内
関係部署、地域と
連携し、各種訓練
や協議の場等を活
用し、共助の強化・
継続を図っていく。

・要配慮者の避難
行動について、住
民への意識啓発を
図る。

・要配慮者の避難
行動について、関
係部局と情報共有
を行い、住民への
意識啓発を図る。

207
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ・広報紙などの媒
体を用いて協助
（共助）の意識啓
発を促進した。

・内閣府・都が設
置した「首都圏に
おける大規模水害
広域避難検討会」
の動向を注視して
いる。

― ― ・今年度は実施を
見送った

・新たに6名の区民
が防災士ネット
ワーク協議会に加
入した。（公募）
・荒川治水資料館
への視察を行っ
た。（R3.11.13実施
39名参加）
・協議会内に5つの
分科会を設置し
た。

地域防災計画に風
水害時応急・復旧
対策計画を定めて
いるほか、防災講
和等を通じて共助
の意識啓発に務め
た。

― ・水害時における
避難方法につい
て、町会・自治会
に説明し、連携体
制の強化に努め
た。

・コミュニティタイム
ラインを推進する
ため地域住民と
ワークショップを開
催した。

・町会、自治会のコ
ミュニティタイムラ
イン策定を支援し
た。

・防災士資格助成
事業を開始した。

・共助による地域
の防災力向上を図
るため、防災士を
派遣し適宜アドバ
イスを行うことで地
区防災計画策定を
促進。
・避難行動要支援
者の個別支援計
画について、ケア
マネージャーとも
共同して作成中。

208
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

209
令和4年度

以降の
取組方針

・引き続き、広報紙
などの媒体を用い
て協助（共助）の意
識啓発を促進す
る。

内閣府・都が設置
した「首都圏にお
ける大規模水害広
域避難検討会」の
動向に注視し、引
き続き検討する。

・地域包括支援セ
ンターやケアマ
ネージャーを対象
とした水害に関す
る勉強会を行って
いく。

引き続き協議会活
動を継続させてい
く。

・関係機関、庁内
関係部署、地域と
連携し、各種訓練
や協議の場等を活
用し、共助の強化・
継続を図っていく。

・防災区民組織と
連携した避難訓練
の実施を検討し、
共助の仕組みの
強化を図る。

・コミュニティタイム
ラインを推進する
ため地域住民と
ワークショップを開
催する。

荒川沿川の水害リ
スクの高い地域を
中心にコミュニティ
タイムライン策定を
支援していく。

個別避難計画につ
いて検討を進めて
いく

・地区防災計画の
策定促進策を継
続。
・避難行動要支援
者の個別支援計
画作成を継続。

210
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

211 取組方針

・マイ・タイムライン
の広報、作成支援
を実施。

― ― ― ・都民のマイ・タイ
ムラインの作成を
支援していく。

― ・今後、検討を進
めていく。【平成30
年度～】

― ・東京マイ・タイム
ラインの周知及び
作成支援を実施し
ていく。

― ― ― ― ・区民一人一人の
避難計画の作成に
ついて支援を行
う。

― ・避難計画やハ
ザードマップを広く
周知することにより
住民一人一人の
避難計画・マップ
の作成促進を図
る。
・町会・自治会のタ
イムラインや地区
防災計画の作成を
支援する。

― ・水害ハザードマッ
プと一緒にわが家
の広域避難計画
（マイ・タイムライ
ン）を各戸配布し、
避難計画の作成を
促進させる。

212
令和３年度末

取組状況

・令和4年3月19日
にマイ・タイムライ
ン講習会を開催

― ― ― ・都民一人ひとり
が、風水害からの
適切な防災行動を
日頃から考えるこ
とができるよう、
「東京マイ・タイム
ライン」を作製・公
表している。
・都民や企業等を
対象としたマイ・タ
イムライン作成セミ
ナーの実施や、風
水害に関する基礎
知識からマイ・タイ
ムラインの作成方
法までを学習でき
る動画を制作・配
信するなど、様々
普及啓発を展開し
た。

・令和元年度から
実施した地区防災
計画策定支援の
中で、マイタイムラ
イン・コミュニティタ
イムラインと防災
マップ作成の支援
を行った。【引き続
き実施】
・マイ・タイムライン
の作成方法につい
て解説した動画を
区ホームページで
公開した。

・東京マイ・タイム
ラインを区役所防
災危機管理室窓
口、日本橋特別出
張所、月島特別出
張所の窓口に配架
して普及啓発を
図った。

― ・町会・自治会等
への防災講話の
際に東京マイ・タイ
ムラインについて、
作成方法等を周知
した。

― ・東京都が作成し
た「東京マイ・タイ
ムライン」の周知を
図った。

― ・区民向けのマイ・
タイムラインの作
成講座の実施
・個別避難計画の
作成に係る具体的
な内容を検討する
ため、学識経験者
を含めた検討委員
会を立ち上げた。

・「東京マイ・タイム
ライン」やハザード
マップを活用して、
避難計画の作成に
ついて周知してい
る。【引き続き実
施】

― ・分散避難リーフ
レットを作成・配付
し啓発に努めた。
・東京マイタイムラ
インを活用したタイ
ムライン策定講演
会を町会・自治会
にて実施した。

― ・わが家の広域避
難計画（マイ・タイ
ムライン）の配布を
継続。
・講演会を通して
わが家の広域避
難計画の作成方
法を周知。

213
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

214
令和4年度

以降の
取組方針

・マイ・タイムライン
の普及・啓発
・流域の自治体に
対し積極的な働き
かけ及び支援

・都民のマイ・タイ
ムラインの作成を
支援していく。

・引き続き、地区防
災計画の作成と、
マイ・タイムライン
の作成について支
援する。

東京都が実施する
町会・自治会を対
象とした「東京マ
イ・タイムラインセミ
ナー」（出前講座）
や都が作成・配信
する作成支援動画
を積極的に広報
し、引き続き東京
マイ・タイムライン
の普及啓発を行
う。

・引き続き、町会・
自治会等への防
災講話の際に東京
マイ・タイムライン
について周知して
いく。

従来の方法に加
え、区内施設・関
係機関への周知・
配布も検討する。

・区民向けマイ・タ
イムライン作成講
座を拡充する。
・個別避難計画の
枠組みを、検討委
員会の結果をふま
えて令和4年度に
策定する。

・区民一人一人の
避難計画の作成に
ついて支援を行
う。

引続き住民への水
害時における避難
計画策定の支援を
実施していく。

・わが家の広域避
難計画の配布及び
作成啓発を継続

215
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度

共助の仕組み
の強化

【国・都道府県管理河川共通】
・2019年３月に、自主防災組織、福祉関
係者、水防団、水防協力団体等による避
難時の声かけや避難誘導等の訓練を含
む「2019年度「水防月間の実施」」を通
知。
・自主防災組織、福祉関係者、水防団、
水防協力団体等による避難時の声かけ
や避難誘導を含む訓練を実施。
・市町村の防災部局だけでなく高齢者福
祉部局についても、協議会等への参加
や防災部局から当該協議会等に関する
情報提供を受けるなどにより情報共有を
実施。
・地域包括支援センターにハザードマッ
プの掲示や避難訓練のお知らせ等の防
災関連のパンフレット等を設置。
・要配慮者利用施設の避難確保計画の
作成も推進するとともに、地域と連携した
避難確保の具体的な取組について事例
を収集。
・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な知
見を有する専門家による支援方法につ
いて検討。
【国管理河川】
・協議会毎に地域包括支援センター・ケ
アマネジャーと連携した水害からの高齢
者の避難行動の理解促進に向けた取組
の実施およびその状況を共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、避難時の声かけ
や避難誘導等の訓練及び出水時における実
際の事例の情報を共有し、より充実した取組
を検討・調整。
・要配慮者利用施設の避難における、地域と
の連携事例を引き続き収集するとともに、収
集した事例を分析し、結果をとりまとめて公
表。
・地区防災計画の作成や地域の防災リー
ダー育成に関する市町村の取組に対して専
門家による支援を実施。
【国管理河川】
・引き続き、地域包括支援センターにハザー
ドマップの掲示や避難訓練のお知らせ等の
防災関連のパンフレット等を設置。協議会毎
に地域包括支援センター・ケアマネジャーと
連携した水害からの高齢者の避難行動の理
解促進に向けた取組の実施およびその状況
を共有。

F

住民一人一人
の避難計画・
情報マップの
作成促進

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な知
見を有する専門家による支援方法につ
いて検討。

【国・都道府県管理河川共通】
・モデル地区の結果を踏まえ、2020年度まで
に市町村向けの実施要領等を作成するとと
もに全国展開の方策について検討。

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

216 取組方針

― ― ― ― ― ― ・今後、検討を進
めていく。【平成30
年度～】

― ― ― ・防災士資格の取
得費用を区が助成
する「防災士育成
事業」等で人材を
育成する。

・自主防災組織を
活性化し、地域防
災力の向上を図る
ことを目的として、
地域防災リーダー
の役割を担う防災
士の資格取得費
用を助成してい
る。

― ・地域防災のリー
ダーを養成し、地
域防災力の向上を
図る。

― ・自主防災組織を
活性化し、地域防
災力の向上を図る
ことを目的として、
地域防災リーダー
の役割を担う防災
士の資格取得費
用を助成してい
る。

― ・地域に精通し、水
害リスクに関する
豊富な知見を有す
る人材を育成す
る。

217
令和３年度末

取組状況

― ― ― ・地方公共団体に
おける気象防災ア
ドバイザーの制度
説明を実施。

― ・防災士資格取得
の助成制度を継続
し、地域防災リー
ダーの育成に取り
組んだ。【引き続き
実施】

・地域住民に対し、
東京都が主催する
防災リーダー育成
研修を案内した。
・防災拠点運営委
員会を通じて、水
害を含めた防災知
識の向上を図っ
た。

― ・各避難所運営協
議会の推薦により
区の助成を利用し
て44人が防災士の
資格を取得した。

― ・新たに6名の区民
が防災士ネット
ワーク協議会に加
入した。（公募）
・荒川治水資料館
への視察を行っ
た。（R3.11.13実施
39名参加）
・協議会内に5つの
分科会を設置し
た。

・自主防災組織を
活性化し、地域防
災力の向上を図る
ことを目的として、
地域防災リーダー
の役割を担う防災
士の資格取得費
用を助成してい
る。

・マイ・タイムライン
の普及を推進する
ためのリーダー育
成事業や、避難支
援等関係者に対し
てマイ・タイムライ
ン作成講座を行っ
た。

・防災研修や出前
講座等の場で水害
に関する意識啓発
を行っている。【引
き続き実施】

― ・避難所運営会議
に所属する役員ま
たは部員を対象に
防災士の資格取
得費用を助成して
いる。
・東京都が実施す
る東京マイタイムラ
イン講習会などへ
の参加を促進し、
地域リーダー育成
を行う
・水害時の防災に
ついて出前講座を
一部実施した。

― ・町会・自治会等を
対象に、水害講演
を実施した。

218
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

219
令和4年度

以降の
取組方針

・地方公共団体に
おける気象防災ア
ドバイザーの制度
説明の実施。

・防災士資格取得
の助成制度を継続
し、地域防災リー
ダーの育成に取り
組む。

引き続き、防災拠
点運営委員会での
知識の向上、研修
会の案内等を行
う。

引き続き協議会活
動を継続させてい
く。

・自主防災組織を
活性化し、地域防
災力の向上を図る
ことを目的として、
地域防災リーダー
の役割を担う防災
士の資格取得費
用を助成してい
る。

・引き続きマイ・タ
イムラインの普及
を推進するための
リーダー育成を行
う。
・個別避難計画作
成にあたり、事業
者に説明会を実施
する。
・地域単位で避難
計画を考えてもらう
ため、コミュニティ
タイムラインの作
成支援を開始す
る。

・地域防災のリー
ダーを養成し、地
域防災力の向上を
図る。

引続き実施してい
く。

・地域に精通し、水
害リスクに関する
豊富な知見を有す
る人材を育成す
る。

220
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和8年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度

地域防災力の
向上のための
人材育成

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・モデル地区を選定し、地域に精通し水
害・土砂災害リスク等に関する豊富な知
見を有する専門家による支援方法につ
いて検討。

【国・都道府県管理河川、砂防共通】
・市町村等の取組を支援する専門家のリスト
を作成。
・市町村の要請に応じ、専門家を派遣。
・支援結果について協議会等の場で共有。

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■垂直避難者の発生を踏まえた被害低減の対策

221 取組方針

・啓発に向けた広
報を実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・シンポジウムや
講演会の実施
・Webサイト、パン
フレットの作成【平
成28年度～】

・シンポジウムや
講演会の実施
・Webサイト、パン
フレットの作成【平
成28年度～】

・早期の広域避難
の必要性をホーム
ページ、広報紙な
ど機会を捉えて周
知する。【平成28年
度～】

・ハザードマップに
記事を掲載してい
る。【実施済み】
・区報やホーム
ページ、防災アプ
リ等で引き続き周
知していく。【引き
続き実施】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討と併せ
て、具体的な啓発
方法等を検討す
る。【平成28年度
～】

・シンポジウムや
講演会の実施
・Webサイト、パン
フレットの作成【平
成28年度～】

・シンポジウムや
講演会の実施
・Webサイト、パン
フレットの作成【平
成28年度～】

・シンポジウムや
講演会の実施
・Webサイト、パン
フレットの作成【平
成28年度～】

222
令和３年度末

取組状況

・要配慮者利用施
設における避難確
保計画作成を支援
する映像・手引き
を作成【実施済み】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・令和３年に改定し
たハザードマップ
の中で、広域避難
の内容を掲載し
た。

・ハザードマップと
一緒に配布する冊
子内で、垂直避難
に関する情報を記
載した。

・引き続き、区ホー
ムページや広報
紙、水害講話など
で周知し、啓発を
行った。

・ハザードマップや
防災アプリ、区報、
ホームページ等で
避難方法について
周知している。【引
き続き実施】

・東京都が主催す
る広域避難の検討
会に参加し、広域
避難についての情
報交換を行った。

・分散避難リーフ
レットを作成・配付
し啓発活動に努め
た。
・江東5区広域避
難推進協議会にお
いて、江戸川区が
主体となってシン
ポジウムをウェブ
で実施し、広域避
難の重要性を視聴
者に周知した。

・出前講座等を実
施した
・Webサイトの内容
を拡充させた。

・「えどがわ区民
ニュース」で大規
模水害時における
自主的な広域避難
を促すことを目的
とした番組を作
成。
・江東５区広域避
難推進シンポジウ
ムを開催。
・ホームページで
水害時の避難方
法に関する啓発の
ページを公開。

223
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

224
令和4年度

以降の
取組方針

・改定したハザード
マップを令和４年
度の出水期までに
全戸配布予定。ま
た、冊子を用いた
住民への啓発を、
引き続き実施す
る。

・シンポジウムや
講演会の実施
・Webサイト、パン
フレットの作成【平
成28年度～】

・引き続き、国の垂
直避難に関する方
針等を踏まえなが
ら、区ホームペー
ジや広報紙、水害
講話などで周知
し、啓発を行う。

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討を進め
る。

・東京都が主催す
る広域避難の検討
会に参加し、広域
避難について検討
していく。

継続して実施す
る。

出前講座やハザー
ドマップ説明会等
を継続して実施し
ていく。

・シンポジウム、講
演会、広報媒体を
用いた広域避難の
必要性の啓発を継
続。

225
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

226 取組方針

・検討に必要な情
報提供等の支援
【平成28年度～】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・避難用のボート
の調達や訓練を実
施
・緊急避難先の確
保や物資の拡充
のため、民間事業
者等との。協力協
定を締結する。【引
き続き実施】
・区内の防災備蓄
倉庫及び水防倉庫
に配備されている
ゴムボートについ
て、活用方法を再
検討する。

・避難用のボート
の調達や訓練を実
施
・緊急避難先の確
保や物資の拡充
のため、民間事業
者等との協力協定
を締結する。【引き
続き実施】

― ・区から消防団へ、
救助用ボートを配
備している。【実施
済み】
・消防団と連携して
救命用ボートを活
用した訓練を実施
していく。【平成28
年度～】
・啓発用のリーフ
レットの発行を検
討する。【平成28年
度～】

・関係機関と連携
し、広域避難場所
や避難方法等につ
いて検討と併せ
て、具体的な被害
低減に向けた取り
組みを検討する。
【平成28年度～】

・緊急避難先の確
保等対策を検討す
る。【引き続き実
施】

・避難用のボート
の調達や訓練を実
施
・緊急避難先の確
保や物資の拡充
のため、民間事業
者等との協力協定
を締結する。【引き
続き実施】
・本田消防団に４
艇、金町消防団に
２艇ゴムボートを貸
与しているため、
ボート活用訓練の
成果等について検
証していく

・避難用のボート
の調達や訓練を実
施
・緊急避難先の確
保や物資の拡充
のため、民間事業
者等との協力協定
を締結する。【引き
続き実施】
・災害救助用ボー
トを３箇年計画で
消防団分団(26分
団)に配備する。
【平成28～30年
度】
・条例に基づき、共
同住宅等の建築
事業者に対して備
蓄倉庫や救助用
ボート等の設置を
義務付け、水防意
識向上を図る。【引
き続き実施】

227
令和３年度末

取組状況

・浸水想定のデー
タ提供【引き続き実
施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・水害時の避難者
受入れについて区
と災害協定を結ん
でいるマンションに
対して、資器材等
を交付した。

・避難用ボートのメ
ンテナンス・操作訓
練を定期的に実施
【引き続き実施】

― ・水害時に避難者
受入可能な施設と
して区が認定して
いるマンションに対
し資機材購入を補
助している。【引き
続き実施】

・各水害関連会議
にて情報収集を行
い、被害低減対策
実施に向け検討
中。

・各水害関連会議
にて情報収集を行
い、被害低減対策
実施に向け検討
中。
・垂直避難する一
時避難施設として
の災害協定締結
先の確保を進めて
いる。

・ボート活用訓練
の成果等について
検証した

・大規模水害時の
待避施設となる災
害時協力協定を締
結した高校にも
ボートを配備した。

228
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

229
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 引き続き、水害時
の避難者受入の
協定締結及び資器
材交付を継続す
る。

・避難用のボート
の調達や訓練を実
施
・緊急避難先の確
保や物資の拡充
のため、民間事業
者等との協力協定
を締結する。

・垂直避難時に必
要となる物資や資
器材の周知、補助
事業（あっ旋等）を
行う。

・各水害関連会議
にて情報収集を行
い、被害低減対策
実施に向け検討す
る。

引続き垂直避難先
を確保していく。

・ボート活用訓練
の成果等について
検証していく

・避難用のボート
の運用体制整備
及び訓練を実施
・緊急避難先の確
保や物資の拡充
のため、民間事業
者等との協力協定
を締結する。
・条例に基づき、共
同住宅等の建築
事業者に対して備
蓄倉庫や救助用
ボート等の設置を
義務付け、水防意
識向上を図る。

230
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

垂直避難のリ
スク周知や広
域避難の必要
性の啓発に向
けた取組の実
施

― ―

F

垂直避難者の
被害の低減に
向けた対策を
実施

― ―

D
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

２）大規模氾濫に対する被害軽減のための取組　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための取組
■危機管理型ハード対策

231 取組方針

・天端の保護工を
実施【平成31年
度】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

232
令和３年度末

取組状況

・堤防天端保護工
を継続して実施
【引き続き実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

233
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】※R4年度
実施箇所で完了予

定

234
令和4年度

以降の
取組方針

・堤防天端保護工
を継続して実施予
定【引き続き実施】
※R4年度実施箇
所で完了予定

235
令和4年度

以降の
取組目標時期

・引き続き実施※
R4年度実施箇所
で完了予定

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

236 取組方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ・民間企業やマン
ションと水害時の
一時避難場所の
提供に関する協定
を締結する。

― ― ― ― ― ― ―

237
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ― ― ― ・民間企業やマン
ション、福祉施設
等と垂直避難場所
の提供に関する協
定を締結した。

― ・民間企業やマン
ションと水害時の
一時避難場所の
提供に関する協定
を締結した。

― ― ― ― ― ― ―

238
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】

239
令和4年度

以降の
取組方針

・引き続き、民間企
業やマンションと垂
直避難場所の提
供に関する協定を
締結していく。

引き続き、水害時
の避難者受入の
協定締結及び資器
材交付を継続す
る。

240
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

241 取組方針

・整備を進めるとと
もに、関係機関と
情報を共有し円滑
な水防活動等の支
援を行う。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

242
令和３年度末

取組状況

・引き続き実施 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

243
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】

244
令和4年度

以降の
取組方針

・整備を進める予
定【引き続き実施】

245
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和７年度 年度 年度

246 取組方針

・無動力化を優先
的に整備する対象
施設を抽出し、順
次整備を実施す
る。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

247
令和３年度末

取組状況

・設備規模が大き
く、無動力化は実
施しない方針とし
た。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

248
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

249
令和4年度

以降の
取組方針

250
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

河川防災ス
テーションの整
備

― 【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、河川防災ステー
ションの整備を進めるとともに、関係機関と
情報を共有し市町村等の円滑な水防活動
等、活用方策を検討・調整。

T
U
V

樋門・樋管等
の施設の確実
な運用体制の
確保

― ＜樋門や水門等の無動力化・遠隔操作化等
の推進＞
【国・都道府県管理河川共通】
・津波浸水リスクの高い地域等において、水
門等の自動化・遠隔操作化を順次実施。
【国管理河川】
・フラップ化等の無動力化を優先的に整備す
る対象施設を抽出し、順次整備を実施。
＜確実な施設の運用体制確保＞
【国管理河川】
・市町村以外で操作委託が可能な団体につ
いて検討を実施。
＜電力供給停止時の操作確保＞
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、大規模停電が発生し、ダム等への電力
供給が停止した場合に備えるため、予備発
電機の運転可能時間延伸等の緊急対策を
実施。
【国管理河川】約30ダム、排水機場等　約30
台

T
U
V

決壊までの時
間を少しでも
引き延ばす堤
防構造の工夫
（堤防天端保
護の実施）

― 【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、高齢者が特に多い地域等において、危
機管理型ハード対策等を概成。
＜国管理河川＞約30河川
＜都道府県管理河川等＞約130河川

V

応急的な退避
場所の確保

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、応急的な退避
場所の必要性について検討に着手。
・新たに市町村が退避場所の整備等を
行う場合には、３か年緊急対策で発生す
る建設発生土を活用するなど、効率的な
整備について検討・調整。

【国・都道府県管理河川共通】
・安全な避難場所への避難が困難な地域や
住民が逃げ遅れた場合の緊急的な避難先を
確保する必要のある地域において退避場所
の整備。
・洪水ハザードマップに記載されている民間
施設等を活用した緊急的な避難先の事例を
収集し、調整内容や協定の締結方法等につ
いて協議会の場等を通じて情報提供。

E
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■既設ダムの危機管理型運用方法の確立

251 取組方針

― ― ・ダムの機能を最
大限活用する洪水
調節方法の検討を
実施する。【引き続
き実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

252
令和３年度末

取組状況

― ― ・以下の項目を検
討中
○異常洪水時防
災操作(ただし書き
操作）に関する検
討
○特別防災操作
（下流の被害軽
減）に関する検討
・事前放流実施要
領に基づき事前放
流を実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

253
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】

254
令和4年度

以降の
取組方針

・以下の項目を検
討中
○異常洪水時防
災操作(ただし書き

255
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

■効果的な水防活動を行うための水防体制強化

256 取組方針

・消防団等に的確
に情報が伝わるよ
う区を通して訓練
を実施

― ― ― ― ・毎年5月に行われ
る洪水予報伝達訓
練にあわせて、水
防法第15条に基づ
く地下街等と情報
伝達訓練を行って
いる。【引き続き実
施】

・毎年出水期前
に、地下街等管理
者及び要配慮者利
用施設管理者と洪
水予報伝達演習を
実施している。【引
き続き実施】

・要配慮者利用施
設や地下街等に対
する伝達訓練を実
施している。【引き
続き実施】

・関係団体との適
切な連絡体制を構
築するとともに、連
絡手段の多様化に
努めていく。

・引き続き、水防訓
練などを通じて連
絡体制などについ
て実施していく。
【引き続き実施】

・毎年5月に行われ
る洪水予報伝達訓
練にあわせて、水
防法第15条に基づ
く地下街等と情報
伝達訓練を行って
いる。【引き続き実
施】

・区内消防署と調
整する。【引き続き
実施】
・毎年出水期前の
洪水予報伝達訓
練にあわせて、地
下街等管理者と情
報伝達訓練を行
う。【引き続き実
施】

・引き続き、水防訓
練などを通じて連
絡体制などについ
て実施していく。
【引き続き実施】

・水防訓練の際
に、消防署と伝達
訓練を実施してい
る。【引き続き実
施】

・毎年行われてい
る水防演習などを
通じて連絡体制を
確認している。【引
き続き実施】

・消防団への連絡
体制等は、区の指
揮命令系統にな
く、東京消防庁を
通して今後実施を
検討していく。

・消防署を通じて、
消防団（水防団）と
の連携を強化して
いく。【引き続き実
施】

・消防署及び消防
団（水防団）との連
携を強化していく。

257
令和３年度末

取組状況

・水防連絡会を開
催【引き続き実施】
・情報伝達訓練を
実施【引き続き実
施】

― ― ― ― ・地下街等の施設
管理者と洪水予報
伝達演習を実施し
た。

・地下街等の施設
管理者及び要配慮
者利用施設管理
者と洪水予報伝達
方法を確認した。

・引き続き実施 ・毎年実施してい
る水防訓練につい
て、R3年度は感染
症拡大の影響によ
り、規模を縮小して
区職員のみで実務
中心の内容で実施
した。

・毎年、洪水予報
伝達訓練にあわせ
て、水防法第15条
に基づく地下街等
と情報伝達訓練を
実施している。【引
き続き実施】

・地下街等の施設
管理者と洪水予報
伝達訓練を実施し
た。

・区内消防署と調
整する。【引き続き
実施】
・洪水予報伝達訓
練にあわせ、地下
街等管理者と情報
伝達訓練を実施
（５月）

関係機関による洪
水予報伝達訓練に
参加。

・消防署と、各々、
自主訓練を実施し
た。【引き続き実
施】

・コロナウイルス感
染拡大防止の観
点から、消防機関
との合同訓練を中
止とした。
代わりに無線を
使った机上での水
防訓練を行い消防
機関等との連絡体
制を確認した。

・消防署が参加す
る水防訓練は、区
と実施日をずらし
て行った。

・消防署を通じて、
消防団（水防団）と
の連携を強化して
いる。

・消防署及び消防
団（水防団）と連携
した水防訓練を実
施。

258
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

259
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・地下街等の施設
管理者と洪水予報
伝達方法を確認
し、連携を深める。

・毎年出水期前
に、地下街等管理
者及び要配慮者利
用施設管理者と洪
水予報伝達演習を
実施する。

引き続き実施 引き続き、区内消
防署及び消防団等
と訓練を実施し、
連携を強化してい
く。

・引き続き、水防訓
練などを通じて連
絡体制などについ
て実施していく。

・地下街等の施設
管理者と洪水予報
伝達訓練を実施す
る。

・区内消防署と連
携する。
・毎年出水期前の
洪水予報伝達訓
練にあわせて、地
下街等管理者と情
報伝達訓練を行
う。

引き続き、伝達訓
練等を通じて水防
体制の強化を図
る。

・水防訓練の際
に、消防署と伝達
訓練を実施してい
る。【引き続き実
施】

・水防演習を実施
する。

新型コロナウイル
スの動向を見なが
ら水防訓練の実施
方法について検討
していく。

・消防署を通じて、
消防団（水防団）と
の連携を強化して
いく。

・消防署及び消防
団（水防団）との連
携を強化していく。

260
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 毎年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

261 取組方針

・重要水防箇所の
共同点検を実施

― ― ・河川事務所が実
施し、流域区市町
が参加する共同点
検に同行し、リスク
の高い区間につい
て確認する。【平成
29年度～】

・毎年、国が実施し
ている重要水防箇
所等の共同点検
への参加【平成29
年度～】

― ― ― ― ― ・国、都と共同で護
岸の点検を行う。

・国、消防署と合同
で共同点検を行っ
ている。【引き続き
実施】

・国、消防署等の
関係機関と共同点
検を実施してい
る。【引き続き実
施】

― ・国、消防署等の
関係機関と共同点
検を実施してい
る。【引き続き実
施】

・関係機関との共
同点検を引き続き
行っていく。【引き
続き実施】

・河川管理者や消
防との共同点検を
実施している【引き
続き実施】

・河川管理者、消
防署とともに河川
の巡視を実施して
いる。【引き続き実
施】

262
令和３年度末

取組状況

・共同点検を実施
【引き続き実施】

― ― ― ・国が実施してい
る重要水防箇所等
の共同点検への
参加した。
・都管理河川にお
いても、水防管理
団体等と水防上注
意を要する箇所の
共同点検を実施し
た。

― ― ― ・令和２年度は、新
型コロナ感染拡大
防止の観点から、
水防上注意を要す
る箇所の都・消防
署との共同点検は
実施せず。

― ・新型コロナウイル
ス感染症拡大防止
のため、国と重要
水防箇所の合同
巡視を実施しな
かった。

・令和2年度は新
型コロナ感染症の
影響で重要水防箇
所の点検を実施で
きなかった。

・未実施 ― ・国や消防と共同
で荒川下流重要個
所巡視を行った。
【引き続き実施】

・コロナにより国主
催の重要水防箇
所の共同点検が
中止となった。
区の水防資機材
の確認を実施し
た。

・水防資機材を確
認した。

・新型コロナウイル
ス感染症対策のた
め、河川管理者、
消防署との巡視は
中止。

263
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

264
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・河川事務所が実
施し、流域区市町
が参加する共同点
検に同行し、リスク
の高い区間につい
て確認する。

・引き続き、国が実
施している重要水
防箇所等の共同
点検へ参加すると
ともに、都管理河
川においても、水
防管理団体等と水
防上注意を要する
箇所の共同点検を
実施していく。

引続き、出水期前
に、河川管理者、
消防機関等と水防
上注意を要する箇
所の共同点検を実
施していく。

・国と重要水防箇
所の合同巡視を実
施する。

・新型コロナウイル
ス感染症の状況を
勘案し、点検を実
施する。

関係機関と、危険
個所の共同点検を
実施する。

・国や消防と共同
で荒川下流重要個
所巡視を行う。

引き続き継続 重要水防箇所や
水防資機材の確
認をしていく。

・河川管理者、消
防署とともに河川
の巡視を実施して
いる。【引き続き実
施】

265
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和4年度 毎年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

重要水防箇所
の見直し、水
防資機材の確
認

【国・都道府県管理河川共通】
・重要水防箇所や水防資機材等につい
て河川管理者と水防活動に関わる関係
者（水防活動に係る建設業者を含む）が
共同して点検を実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資
機材等について河川管理者と水防活動に関
わる関係者（水防活動に係る建設業者を含
む）が共同して点検を実施。

M

ダム等の洪水
調節機能の向
上・確保（既存
ダムの機能を
最大限活用す
る運用方法の
検討等）

【国・都道府県管理河川共通】
・浚渫等によって発生する建設発生土の
処理・活用方法、対策後の継続的な維持
管理のあり方について検討・調整。
【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」については、関係
機関等と調整を行い、調整が整ったダム
から順次運用を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、人命を守るため、ダムの洪水調節機能を
維持・確保するための緊急的・集中的な対策
が必要な箇所において、緊急的・集中的に対
策を実施し概成。
＜国管理＞約20ダム
・「ダム再生ビジョン」及び「ダム再生ガイドラ
イン」を踏まえ、既設ダムのかさ上げや放流
能力の増強等の施設改良によるダム再生事
業をはじめ、ダム再生の取組をより一層推
進。
【国管理河川】
・「ダムの柔軟な運用」の更なる運用に向け
て、国及び水機構管理123ダムで関係機関
等と調整や検討を引き続き行い、調整が整っ
たダムから順次運用を開始。
・水系ごとの治水上・利水上の課題の検討
や、ダムの施設改良の候補箇所の全国的な
調査、具体的な箇所でのダム施設改良の実
施に向けた諸元等の検討を行うなど、施設
改良によるダム再生を推進する調査を推進。
・ダムの洪水調節機能を十分に発揮させるた
め、流下能力の不足によりダムからの放流
の制約となっている区間の河川改修を推進。

Ｓ

水防関係者間
での連携、協
力に関する検
討（消防機関
等との連絡体
制の再確認と
伝達訓練の実
施・連携、協力
に関する検討）

【国・都道府県管理河川共通】
・出水期における水防活動等を関係者間
で振り返り、改善点の確認及び対応策の
検討を実施するよう通知し、2019年2月ま
でに結果を集約。
・2019年3月に、河川管理者との連携強
化、水防協力団体の指定促進及び民間
事業者の水防への参画の促進を含む
2019年度「水防月間の実施」を、近年の
水害を踏まえ内容を検討・調整した上で
通知。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用し、大規模な氾濫に対
してより広域的、効率的な水防活動が実施で
きるよう、必要に応じて関係者の協力内容等
について検討・調整し改善を図る。

M
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目
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＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

266 取組方針

・水防管理団体が
行う水防訓練への
参加

― ・利根川水系連合
総合水防演習へ
の参加【引き続き
実施】

・協議会関係機関
が実施する訓練に
必要に応じて協力
する。【平成28年度
～】

・利根川水系合同
水防訓練への参
加【引き続き実施】

・毎年、集中豪雨
のシーズン前であ
る５月に関係機関
と連携して水防訓
練を実施してい
る。【引き続き実
施】

・区、消防署、消防
団と協働して、毎
年台風シーズン前
に水防訓練を実施
している。【引き続
き実施】

・毎年実施してい
る。【引き続き実
施】

・年1回関係機関と
合同で水防訓練を
実施している。【引
き続き実施】

・毎年、5月の水防
月間に、区と消防
機関が合同で、町
会等の関係機関も
参加した水防訓練
を実施している。
【引き続き実施】

・毎年５～６月に消
防署との合同水防
訓練を行う。

・毎年消防署との
合同水防訓練を実
施している【引き続
き実施】

・毎年5月に消防
署・区の合同水防
訓練を実施してい
る。【引き続き実
施】

・荒川区水防訓練
を継続実施してい
る。【引き続き実
施】

・毎年5月に、区と
消防機関が合同
で、町会や災害時
支援ボランティア
等の関係機関も参
加した水防訓練を
実施している。【引
き続き実施】

・例年、5月に東京
消防庁と区で合同
水防訓練を実施し
ている。【引き続き
実施】

・水防訓練を継続
実施している。【引
き続き実施】

・消防団及び各水
防関係機関の連
携を強化し、水防
態勢の万全を図る
目的で水防訓練を
実施している。【引
き続き実施】

267
令和３年度末

取組状況

・水防管理団体が
行う水防訓練へ参
加【引き続き実施】

― ・利根川水系連合
総合水防演習へ
参加し、ポンプ車
による排水訓練を
実施【引き続き実
施】※コロナ禍によ
り今年度は中止。

― ・今年度は新型コ
ロナウイルス菅瀬
幼少拡大防止のた
め、来年度に延期
となったが、来年
度以降も引き続き
参加する。
・区市町村との合
同排水ポンプ車訓
練を実施した。

・毎年、集中豪雨
のシーズン前であ
る５月に関係機関
と連携して水防訓
練を実施してい
る。【令和３年度は
コロナ感染予防の
ため中止】

・今後の水防訓練
のあり方等につい
て消防署と協議を
行った。

・引き続き実施 ・毎年実施してい
る水防訓練につい
て、R3年度は感染
症拡大の影響によ
り、規模を縮小し
て、区職員のみで
実務中心の内容で
実施した。

・毎年、5月の水防
月間に、消防署と
合同で、町会等の
関係機関も参加し
た水防訓練を実施
している。【引き続
き実施】
・令和２年度水防
訓練は、新型コロ
ナウイルス感染症
の蔓延防止のため
中止

・東京2020オリン
ピック・パラリンピッ
ク競技大会開催及
び新型コロナウイ
ルス感染症拡大防
止を考慮し、消防
署との合同水防訓
練は中止し、各消
防署単位での小規
模な水防訓練を実
施した。

・令和3年度は新
型コロナ感染症の
影響で水防訓練を
実施できなかっ
た。

水防訓練の実施に
向け準備を行った
が、コロナで中止。

・消防署と、各々、
自主訓練を実施し
た。【引き続き実
施】

・令和3年度は新
型コロナ感染症の
影響で実施できな
かった。

・区職員が京成本
線荒川橋りょう周
辺で実践を踏まえ
た改良積土のう工
法の演習を実施し
た。
・区職員が河川敷
で重機（ショベル
ローダー）の操作
訓練を実施した。
・区職員からドロー
ン操縦者を選出
し、河川敷等でド
ローンの操作訓練
を行った。

・水防訓練を継続
実施している

・消防署及び消防
団（水防団）と連携
した水防訓練を実
施。

268
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

269
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・利根川水系連合
総合水防演習へ
参加し、ポンプ車
による排水訓練を
実施【引き続き実
施】

・協議会関係機関
が実施する訓練に
必要に応じて協力
する。

・利根川水系合同
水防訓練への参
加【引き続き実施】
・区市町村との合
同排水ポンプ車訓
練を実施していく。

・毎年、集中豪雨
のシーズン前に関
係機関と連携して
水防訓練を実施す

る。

・区、消防署、消防
団と協働して、毎
年台風シーズン前
に水防訓練を実施
する。

引き続き実施 毎年実施している
水防訓練につい
て、既存の水防資
器材を活かした、
より実践的な訓練
内容を検討してい
く。

・毎年、5月の水防
月間に、区と消防
機関が合同で、町
会等の関係機関も
参加した水防訓練
を実施している。

・新型コロナウイル
ス感染症拡大防止
を考慮しながら、
消防署との合同水
防訓練又は各消
防署単位での小規
模な水防訓練を実
施する。

・新型コロナウイル
ス感染症の状況を
勘案し、水防訓練
を実施する。

・荒川区水防訓練
を継続実施してい
る。【引き続き実
施】

・区と消防機関が
合同で、町会や災
害時支援ボラン
ティア等の関係機
関も参加した水防
訓練を実施する。

引き続き継続。
足立区・消防署合
同総合水防訓練
は新型コロナウイ
ルス感染症の状況
に注視し、検討す
る。

・水防訓練を継続
実施する

・消防団及び各水
防関係機関の連
携を強化し、水防
態勢の万全を図る
目的で水防訓練を
実施している

270
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和4年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

271 取組方針

― ― ― ― ― ・区内消防署と協
同した入団促進活
動を実施。【引き続
き実施】

・区内消防署と連
携して、消防団員
の募集活動を行っ
ている。【引き続き
実施】

― ― ・ＨＰ・ポスター・チ
ラシ等を通じて水
防活動を行う消防
団員の募集を図っ
ていく。

・ＨＰや広報誌等の
媒体を活用して水
防活動を行う消防
団員の募集を図っ
ていく。

― ・消防署と協力して
行っている（消防
団）。【引き続き実
施】

― ― ・東京消防庁と連
携して、今後も引き
続き消防団の募集
等行っていく。【引
き続き実施】

― ・あらゆる機会を捉
え、消防団員の募
集広報活動を行い
消防団員の拡充を
図る。

272
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ・区内消防署と協
同した入団促進活
動を実施。【引き続
き実施】

・区内消防署と連
携して、消防団員
の募集活動を広報
紙に掲載した。

― ― ・ＨＰ・ポスター・チ
ラシ等を通じて水
防活動を行う消防
団員の募集を図っ
ていく。

・消防団員の募集
について、区報や
ケーブルテレビに
おいて、募集を
図った。

― ― ― ― ・避難所運営訓練
やその他イベント
時、周知チラシに
て、消防団員の募
集を行った。
・また、そのイベン
ト開催周知の際に
ついてもチラシ等
を使用し消防団員
の募集を行った。

― ・本庁舎のイベント
スペースを利用し
た消防団の活動展
において消防団員
の募集チラシを配
布。広報誌に募集
案内を掲載。

273
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

274
令和4年度

以降の
取組方針

・区内消防署と協
同した入団促進活
動を実施。

引き続き、区内消
防署と連携して、
消防団員の募集
活動を行う。

・ＨＰ・ポスター・チ
ラシ等を通じて水
防活動を行う消防
団員の募集を図っ
ていく。

引き続き、広報媒
体を通じて、消防
団員の加入促進を
図っていく。

効果的な募集方法
を検討していく。

・あらゆる機会を捉
え、消防団員の募
集広報活動を行い
消防団員の拡充を
図る。

275
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和8年度 年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度

276 取組方針

・新技術（水のう
等）を活用した資
機材等の整備【平
成28年度～】

― ― ― ― ・新技術の開発状
況を注視し、活用
を検討していく。
【平成28年度～】

・新技術の開発状
況を注視し、活用
を検討する。【平成
28年度～】

・引き続き検討して
いく。【引き続き実
施】

― ・必要に応じて導
入していく。【平成
28年度～】

・土のうステーショ
ンを整備し、区民
等の自主的な水防
活動を促す【引き
続き実施】

・新技術の開発状
況を注視し、必要
に応じて導入して
いく。【引き続き実
施】

・北区 水位・雨量
情報システム（石
神井川） HPで閲覧
可能。【引き続き実
施】

・新技術の開発状
況を注視し、必要
に応じて導入して
いく。【引き続き実
施】

・板橋区気象観測
システムにて水
位・雨量情報を取
得・公開（石神井
川・白子川・新河
岸川）【引き続き実
施】

・新技術の開発状
況を注視し、効果
的な技術や資器材
については、適宜
活用を検討してい
く。

・土のうステーショ
ンを整備し、区民
等の自主的な水防
活動を促す【実施
済み】

―

277
令和３年度末

取組状況

・水のうを備蓄済
み【実施済み】

― ― ― ― ・新技術の開発状
況を注視し、活用
の検討を継続する
とともに、区民等に
よる自主的な水防
活動を支援するた
めの土のうステー
ション設置に向け
た情報収集を実施
した。

・新技術の開発状
況を引き続き注視
した。

・検討中 ・水防資器材の定
期的な点検と、水
防用土のうの定期
的な中身の入れ替
え作業を実施し
た。

・必要に応じて導
入していく。

・区内全12か所に
土のうステーション
を設置しており、区
報やホームページ
等で周知を図っ
た。

・新技術の開発状
況を注視し、必要
に応じて導入を検
討した。

・北区 水位・雨量
情報システム（石
神井川） HPで閲覧
可能となっている。
その他、新たなも
のについては、引
き続き検討する。

― ・新たなものについ
ては、引き続き検
討する。

・軽量型止水版等
を追加で配備。

・土のうステーショ
ン25箇所を配備済
み
・土のうによる水防
対策パンフレットを
HPで公開

―

278
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

279
令和4年度

以降の
取組方針

情報収集を継続し
ながら土のうス
テーションの設置
を進めていく。

・新技術の開発状
況を注視し、活用
を検討する。

引き続き検討して
いく

・水防資器材の定
期的な点検と、水
防用土のうの定期
的な中身の入れ替
え作業を今後も実
施していく。

・必要に応じて導
入していく。

・区内全12か所に
設置済の土のうス
テーションに加え
て、台風接近時に
集中して土のうを
配布する拠点を整
備する。併せて、
区報やホームペー
ジ等で周知を図
る。

・引き続き、開発状
況の注視及び導入
検討を行う。

・新技術の開発状
況を注視し、必要
に応じて導入して
いく。【引き続き実
施】

・新たなものについ
ては、引き続き検
討する。

引き続き継続 土のうによる水防
対策を周知してい
く

280
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和8年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度

毎年、関係機
関が連携した
実働水防訓練
を実施（水防
訓練の充実）

【国・都道府県管理河川共通】
・水防団等の技術力向上のため、水防訓
練を近年の水害を踏まえ実施内容を検
討・調整した上で実施。
・多様な関係機関、住民等の参加によ
り、より実践的な水防訓練となるよう、訓
練内容について近年の水害を踏まえ検
討、調整をして実施。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、多様な関係機関、住民等の参加
により、より実践的な水防訓練となるよう、必
要に応じて訓練内容の検討、調整をし改善を
図りつつ実施。

N

水防に関する
広報の充実
（水防団確保
に係る取組）

【国・都道府県管理河川共通】
・2019年2月に水防団員の意識啓発のた
め、水防功労者大臣表彰について実施。
・2019年5月（北海道は6月）に、水防活
動に関する住民等の理解を深める目的
を含む水防月間について、近年の水害
を踏まえ実施内容を検討・調整し実施。
・水防月間の記者発表を行うとともに、水
防団員募集をPRしたポスター、リーフ
レットを作成し配布。また、政府広報にお
いて水防に関する広報について、近年の
水害を踏まえ内容を検討・調整し実施。
・水防団員確保の取組を含む水防に関
する情報を一元的に扱う「水防ポータル」
の運用を開始。

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場を活用して、水防団員の募
集、自主防災組織、企業等の参画を促すた
めの具体的な広報の進め方について検討の
上、順次実施するとともに、必要に応じて本
省としても水防団員募集に係る広報を実施。

O

迅速な水防活
動を支援する
ため新技術を
活用した水防
資機材等の配
備

― ―

O
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

281 取組方針

・排水機場の耐水
化を実施【平成29
年度～】

― ― ― ・水門・排水機場
等の耐震・耐水化
対策を行う【引き続
き実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

282
令和３年度末

取組状況

・排水機場建屋の
水密構造化を実施
【実施済み】

― ― ― ・水門及び排水機
場の耐水化を「東
部低地帯の河川
施設整備計画（平
成24年）」に基づき
実施中

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

283
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】

284
令和4年度

以降の
取組方針

・排水機場建屋外
に設置されている
自動除塵機につい
て、想定水位以上
の位置へかさ上げ
（2機場）【引き続き
実施】

・水門及び排水機
場の耐水化を「東
部低地帯の河川
施設整備計画（第
二期）」に基づき実
施していく。

285
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 令和13年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

排水設備の耐
水性の強化

【下水道・国管理河川】
・浸水による機能停止リスクが高い箇所
において、リスク低減策の検討や復旧資
材の確保に着手。

【下水道・国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、浸水による機能停止リスクが高い下水道
施設約70箇所（水密扉の設置等約10箇所）、
河川の排水機場約20箇所について、排水機
能停止リスク低減策を概ね完了。

R
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

286 取組方針

― ― ― ― ― ・地下駐車場入口
に止水板を設置済
み。【実施済み】

・庁舎の耐水対策
を検討する。【平成
28年度～】

・区有施設の浸水
対策について調査
を実施し、対策案
の検討を行った。
今後、設計・工事
に随時移っていく。

・庁舎の非常用電
源の２階以上への
設置及び庁舎の止
水対策の強化を実
施する。

・区本庁舎におい
ては、止水板を設
置済【実施済み】

・区本庁舎におい
ては、止水板を設
置済【実施済み】

・防災センターにお
いて、１階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

・区庁舎は高台の
ため特別な対策は
なし

・本庁舎において、
想定される浸水深
に基づき、防災行
政無線起動のため
の非常用仮設電
源ルートを2階以上
に設定
・備蓄物資を本庁
舎8階に配備【実施
済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

・庁舎及び自家発
電装置の耐水化に
ついて、本庁舎の
各入口に、止水板
が設置できる構造
となっている。
・浸水した場合に
備えた排水ポンプ
を設置済みであ
る。【実施済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【引き続き実
施】

・本庁舎について
は浸水深以上の2
階に非常用電源を
確保。
・小中学校改築の
際は体育館や防
災倉庫を２階に整
備する等の対応を
検討している。【引
き続き実施】

287
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ・地下駐車場入口
に止水板を設置済
み。

新たに設置する非
常用発電設備の
実施設計にあた
り、調査を実施し
た。

・新たな浸水防止
設備の導入を検討

・庁舎の非常用電
源の２階以上への
設置及び庁舎の止
水対策の強化を実
施済。

実施済み ・区本庁舎におい
て止水板（防潮板）
を設置している。

・防災センターにお
いて、1階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

― ・災害対策本部の
拠点となる本庁舎
の屋上に非常用発
電機を設置した。
・本庁舎以外の活
動拠点となる施設
に蓄電池を配備
し、災害時におけ
る停電対策を講じ
た。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

・本庁舎の一部で
改修計画を策定。
非常用発電の位
置などを検討。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。

・小中学校改築の
際に水害を想定し
た対策を実施（体
育館を２階に設
置、テラスなどで避
難しやすい構造、
救助ボートが施設
に着岸しやすい構
造）。
・新庁舎の計画に
ついても耐水化を
考慮した検討を行
う。

288
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

289
令和4年度

以降の
取組方針

新たに非常用発電
設備を設置するた
め、実施設計を行
う。

設計・工事を随時
実施していく

庁舎の止水対策
未着箇所の対策
実施

引き続き設置を継
続する。

・防災センターにお
いて、1階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

引き続き検討して
いく。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施する。

・学校改築は水害
対策を想定した形
で行う。
・新庁舎の検討に
あたっても水害発
生時に求める機能
及びそれを果たす
ための方策につい
て検討を継続す
る。

290
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和６年度 年度 令和6年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

291 取組方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・浸水想定区域内
の災害拠点病院
等に関する情報を
共有し、各施設管
理者等に対する洪
水時の情報伝達
体制・方法につい
て検討中。

・庁舎及び災害拠
点病院に防災無線
を配備し、定期的
に通信訓練を実施
している。

― ― ― ― ― ・庁舎及び災害拠
点病院等に防災無
線を配備し、定期
的に通信訓練を実
施している。

・地域防災計画に
定めている要配慮
者利用施設の見
直しを行い、指定
した施設について
洪水予報等の伝
達方法を定める。

292
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ― ― ― ― ・浸水想定区域内
の災害拠点病院
等に関する情報を
共有し、各施設管
理者等に対する洪
水時の情報伝達
体制・方法につい
て検討中。

・庁舎及び災害拠
点病院に防災無線
を配備し、定期的
に通信訓練を実施
した。

― ― ― ― ・洪水予報等の発
信方法について検
討中。

・庁舎及び災害拠
点病院等に防災無
線を配備し、定期
的に通信訓練を実
施している。

・要配慮者利用施
設における避難確
保計画に情報収
集・伝達方法を記
載。

293
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

294
令和4年度

以降の
取組方針

・浸水想定区域内
の災害拠点病院
等に関する情報を
共有し、各施設管
理者等に対する洪
水時の情報伝達
体制・方法につい
て検討中。

・引き続き、庁舎及
び災害拠点病院に
防災無線を配備
し、定期的に通信
訓練を実施する。

引き続き検討して
いく。

・庁舎及び災害拠
点病院等に防災無
線を配備し、定期
的に通信訓練を実
施する。

・地域防災計画に
定めている要配慮
者利用施設につい
て洪水予報等の伝
達方法を定める。

295
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

■浸水被害軽減地区の指定

296 取組方針
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

297
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

298
令和4年度

以降の
取組継続意向

299
令和4年度

以降の
取組方針

300
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

《再掲》
区庁舎や災害
拠点病院等の
機能確保のた
めの対策の充
実（耐水化、非
常用発電等の
整備）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域
内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機
能確保に関する情報を共有。また、耐水
化、非常用電源等の必要な対策につい
ては各施設管理者において順次実施
し、対策の実施状況については協議会
で共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想
定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。また、耐水
化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。対策の実
施状況については協議会で共有。

P
Q

区庁舎や災害
拠点病院等の
施設関係者へ
の情報伝達の
充実

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域
内の市町村庁舎や災害拠点病院等に関
する情報を共有し、各施設管理者等に対
する洪水時の情報伝達体制・方法につ
いて検討。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想
定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
に関する情報を共有し、各施設管理者等に
対する洪水時の情報伝達体制・方法につい
て検討。

Q
L

浸水被害軽減
地区の指定

【国・都道府県管理河川共通】
・水防管理者へ氾濫シミュレーション結
果や地形情報等が未提供の地域につい
て、これらの情報を提供。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、複数市町村に影響があると想定
される浸水被害軽減地区の指定について
は、協議会等の場を活用して指定の予定や
指定にあたっての課題を水防管理者間等で
共有し、連携して指定。

A
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

■減災・防災に関する国の支援

301 取組方針

・荒川下流河川事
務所ではなく、国
土交通省において
進める事項

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

302
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

303
令和4年度

以降の
取組継続意向

304
令和4年度

以降の
取組方針

305
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

306 取組方針

・不動産関連事業
者への水害リスク
情報提供につい
て、要望に応じて
協力する

― ― ― ・不動産関連事業
者に対し、研修会
等で水害リスク情
報等に係る施策の
最新情報の共有を
行う

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

307
令和３年度末

取組状況

・引き続き実施 ― ― ― ・不動産関連事業
者に対し、研修会
等で水害リスク情
報等に係る施策の
最新情報を共有し
た。
・東京都のホーム
ページに水害リス
ク情報の提供に関
するページを創設
し、水害リスク情報
に係る施策の情報
共有を図った。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

308
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】

309
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・不動産関連事業
者に対し、研修会
等で水害リスク情
報等に係る施策の
最新情報の共有を
行っていく。

310
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

311 取組方針

・地方公共団体等
への支援充実に加
え、地方公共団体
間の相互支援を促
し、災害対応力の
向上を図るため、
災害発生時に被災
状況たTEC-
FORCEによる支援
活動を被災地以外
の地方公共団体に
も情報提供を充実

― ・要請に基づき、排
水ポンプ車や可搬
式浄水装置等の
支援を検討

・地方公共団体の
災害対応に資する
ためのJETT（気象
庁防災対応支援
チーム）を派遣し、
情報提供等を支援
する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

312
令和３年度末

取組状況

・引き続き実施 ― ・引き続き実施 ・東京都庁、静岡
県熱海市への
JETT派遣を実施。
・引き続き実施

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

313
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】

314
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・引き続き実施 ・地方公共団体の
災害対応に資する
ためのJETT（気象
庁防災対応支援
チーム）を派遣し、
情報提供等を支援
する。

315
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

316 取組方針

・平成２９年度中
に、DiMAPSの利
用促進に向け、全
都道府県に対する
説明を実施し、都
道府県と災害情報
共有を強化。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

317
令和３年度末

取組状況

・本省HPや操作方
法等の説明を適宜
実施。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

318
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

319
令和4年度

以降の
取組方針

320
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

水防災社会再
構築に係る地
方公共団体へ
の財政的支援

【共通】
・計画的・集中的な事前防災対策を推進
するため、地方公共団体が実施する「他
事業と連携した対策」「抜本的対策（大規
模事業）」を支援する個別補助事業を創
設。

【共通】
・防災・安全交付金及び個別補助事業によ
り、水防災意識社会再構築の取組を支援。

-

適切な土地利
用の促進

【国・都道府県管理河川共通】
・不動産関係業界と連携して、不動産関
係団体の研修会等の場において、水害
リスクに関する情報の解説を実施。
【国管理河川】
・国管理河川における計画規模の洪水
浸水想定区域図について浸水ナビで実
装。

【国・都道府県管理河川共通】
・浸水想定区域内の全ての市町村のまちづく
り担当部局等に対し、水害リスク情報を提
供。
・国において、災害危険区域を適切に指定促
進するため、関係部局と連携して災害危険
区域指定等に係る事例集を作成し地方公共
団体へ周知。
・不動産関連事業者に対し、引き続き、研修
会等で水害リスク情報等に係る施策の最新
情報を説明。

A

災害時及び災
害復旧に対す
る支援

― 【国・都道府県管理河川共通】
・災害対応のノウハウを技術移転するため、
初動対応から復旧に至るまで総合的にマネ
ジメントできる人材育成プログラムの充実に
引き続き取り組み、これに基づき研修・訓練
等を全地方整備局等で実施。
・国による地方公共団体等への支援充実に
加え、地方公共団体間の相互支援を促し、
災害対応力の向上を図るため、災害発生時
に各地方整備局等から被災状況やTEC-
FORCEによる支援活動を被災地以外の地方
公共団体にも情報提供を充実。

M
N

災害情報の地
方公共団体と
の共有体制強
化

― 【国管理河川】
・引き続き、DiMAPSの利用促進に向け、全
都道府県に対する説明を実施し、都道府県
と災害情報共有を強化。

F
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

２）大規模氾濫に対する被害軽減のための取組　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための取組
■施設の耐水化

321 取組方針

・排水機場の耐水
化を実施【平成29
年度～】

― ― ― ・水門・排水機場
等の耐震・耐水化
対策を行う【引き続
き実施】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

322
令和３年度末

取組状況

・排水機場建屋の
水密構造化を実施
【実施済み】

― ― ― ・水門及び排水機
場の耐水化を「東
部低地帯の河川
施設整備計画（平
成24年）」に基づき
実施中

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

323
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】

324
令和4年度

以降の
取組方針

・排水機場建屋外
に設置されている
自動除塵機につい
て、想定水位以上
の位置へかさ上げ
（2機場）【引き続き
実施】

・水門及び排水機
場の耐水化を「東
部低地帯の河川
施設整備計画（第
二期）」に基づき実
施していく。

325
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 年度 年度 令和13年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

326 取組方針

― ― ― ― ― ・地下駐車場入口
に止水板を設置済
み。【実施済み】

・庁舎の耐水対策
を検討する。【平成
28年度～】

・区有施設の浸水
対策について調査
を実施し、対策案
の検討を行った。
今後、設計・工事
に随時移っていく。

・庁舎の非常用電
源の２階以上への
設置及び庁舎の止
水対策の強化を実
施する。

・区本庁舎におい
ては、止水板を設
置済【実施済み】

・区本庁舎におい
ては、止水板を設
置済【実施済み】

・防災センターにお
いて、１階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

・区庁舎は高台の
ため特別な対策は
なし

・本庁舎において、
想定される浸水深
に基づき、防災行
政無線起動のため
の非常用仮設電
源ルートを2階以上
に設定
・備蓄物資を本庁
舎8階に配備【実施
済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

・庁舎及び自家発
電装置の耐水化に
ついて、本庁舎の
各入口に、止水板
が設置できる構造
となっている。
・浸水した場合に
備えた排水ポンプ
を設置済みであ
る。【実施済み】

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【引き続き実
施】

・本庁舎について
は浸水深以上の2
階に非常用電源を
確保。
・小中学校改築の
際は体育館や防
災倉庫を２階に整
備する等の対応を
検討している。【引
き続き実施】

327
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ・地下駐車場入口
に止水板を設置済
み。

新たに設置する非
常用発電設備の
実施設計にあた
り、調査を実施し
た。

・新たな浸水防止
設備の導入を検討

・庁舎の非常用電
源の２階以上への
設置及び庁舎の止
水対策の強化を実
施済。

実施済み ・区本庁舎におい
て止水板（防潮板）
を設置している。

・防災センターにお
いて、1階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。【実施
済み】

― ・災害対策本部の
拠点となる本庁舎
の屋上に非常用発
電機を設置した。
・本庁舎以外の活
動拠点となる施設
に蓄電池を配備
し、災害時におけ
る停電対策を講じ
た。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

・本庁舎の一部で
改修計画を策定。
非常用発電の位
置などを検討。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。

・小中学校改築の
際に水害を想定し
た対策を実施（体
育館を２階に設
置、テラスなどで避
難しやすい構造、
救助ボートが施設
に着岸しやすい構
造）。
・新庁舎の計画に
ついても耐水化を
考慮した検討を行
う。

328
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

329
令和4年度

以降の
取組方針

新たに非常用発電
設備を設置するた
め、実施設計を行
う。

設計・工事を随時
実施していく

庁舎の止水対策
未着箇所の対策
実施

引き続き設置を継
続する。

・防災センターにお
いて、1階入り口に
角落としを設置し
ている。非常用電
源は防水扉を設置
し、耐水対策を
行っている。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
る。【実施済み】

引き続き検討して
いく。

・庁舎の施設管理
者が、耐水対策の
確認を実施してい
く。

・学校改築は水害
対策を想定した形
で行う。
・新庁舎の検討に
あたっても水害発
生時に求める機能
及びそれを果たす
ための方策につい
て検討を継続す
る。

330
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和６年度 年度 令和6年度 年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度

■排水計画作成及び訓練の実施

331 取組方針

・地域の特性を踏
まえた排水機場の
排水計画や排水ポ
ンプの設置箇所の
選定まで行った排
水計画を検討【平
成28年度～】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
いて、大規模かつ
広域的な避難の在
り方等について検
討する。【平成28年
度～平成30年度】
・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、「首都圏におけ
る大規模水害広域
避難検討会」にお
いて検討を実施
【平成30年度～】
（※令和2年度も実
施中）

・排水支援が必要
な場合に要請が円
滑に行われるよう
情報共有を行う。
また、効率的な支
援の実施のために
は、関係機関との
送水計画の事前
検討や合同訓練、
情報伝達体制の
強化を予め実施で
きるよう協力する。
【引き続き実施】

― ・氾濫時に排水可
能な排水機場や排
水ポンプ車につい
て確認し、国の排
水計画の策定に協
力していく【平成28
年度～】

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

332
令和３年度末

取組状況

・令和3年度に排水
作業準備計画
（案）を策定

・国・都の機関と連
携して、排水計画
の実効性が確保で
きるよう、大規模水
害時の燃料補給
ルート等について
検討を進めてい
る。【引き続き実
施】

・引き続き実施 ― ・国の排水計画の
策定に協力してい
く
・国と連携し大規
模水害時における
排水作業準備計
画を作成した。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

333
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

334
令和4年度

以降の
取組方針

・運用方法での課
題等、適宜見直し
を実施

・国・都の機関と連
携し、大規模水害
時における排水対
策の検討を進め
る。

・排水支援が必要
な場合に要請が円
滑に行われるよう
情報共有を行う。
また、効率的な支
援の実施のために
は、関係機関との
送水計画の事前
検討や合同訓練、
情報伝達体制の
強化を予め実施で
きるよう協力する。
【引き続き実施】

・作成した排水作
業準備計画を関係
区へ共有していく。

335
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 令和7年度 令和7年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

Q

氾濫水を迅速
に排水するた
め、排水施設
情報の共有・
排水手法等の
検討を行い、
大規模水害を
想定した排水
計画（案）の作
成

― ―

R

《再掲》
排水設備の耐
水性の強化

【下水道・国管理河川】
・浸水による機能停止リスクが高い箇所
において、リスク低減策の検討や復旧資
材の確保に着手。

【下水道・国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、浸水による機能停止リスクが高い下水道
施設約70箇所（水密扉の設置等約10箇所）、
河川の排水機場約20箇所について、排水機
能停止リスク低減策を概ね完了。

R

《再掲》区庁舎
や災害拠点病
院等の機能確
保のための対
策の充実（耐
水化、非常用
発電等の整
備）

【国・都道府県管理河川共通】
・協議会等の場において、浸水想定区域
内の市町村庁舎や災害拠点病院等の機
能確保に関する情報を共有。また、耐水
化、非常用電源等の必要な対策につい
ては各施設管理者において順次実施
し、対策の実施状況については協議会
で共有。

【国・都道府県管理河川共通】
・引き続き、協議会等の場において、浸水想
定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等
の機能確保に関する情報を共有。また、耐水
化、非常用電源等の必要な対策については
各施設管理者において順次実施。対策の実
施状況については協議会で共有。
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令和３年度取組状況調査表 ※令和3年度の取組（継続も含む）は赤字表記、及びセルを水色の塗り

　項　目

内　容 2019年出水期までの取組 今後の進め方及び数値目標等 荒川下流河川事務所 内閣府 水資源機構 気象庁 東京都 千代田区 中央区 港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区

Ｑ Ｒ
　事　項

Ｊ Ｋ Ｌ М Ｎ ＯＤ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ課
題

行
番
号

列 番 号 Ａ ＰＢ Ｃ

＊「令和4年度以降の取組目標時期」について：
「荒川水系（東京都）の減災に係る取組方針【第2期】」に基づき、目標時期が令和8年度以降となっているものはすべて「令和7年度」とした。

紫字：緊急行動計画(H31.1)による

灰色網掛け：令和4年度調査から対象外となる項目

資料４－１

336 取組方針

・長期にわたり浸
水が継続する地域
などにおいて、排
水計画を作成。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

337
令和３年度末

取組状況

・令和3年度に排水
作業準備計画
（案）を策定

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

338
令和4年度

以降の
取組継続意向

【終了】

339
令和4年度

以降の
取組方針

340
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

341 取組方針

・機器操作訓練を
実施

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
ける検討を踏ま
え、今後検討を行
う。【平成28年度～
平成30年度】

・排水支援が必要
な場合に要請が円
滑に行われるよ
う、連絡体制を整
備する。【平成28年
度～】
・排水訓練に協力
する。【平成28年度
～】

― ・今後検討を進め
る。

・災害時における
国土交通省との情
報交換等に関する
協定及び地域防災
計画に基づき排水
ポンプ車の出動を
要請。【引き続き実
施】

・排水ポンプ車出
動要請について、
河川管理者と連絡
体制を整備してい
く。【平成28年度
～】

― ― ・毎年実施してい
る水防訓練におい
て対応する。【引き
続き実施】

― ― ― ・毎年実施してい
る水防訓練におい
て対応する。【引き
続き実施】

― ― ― ・排水ポンプ車出
動要請の連絡体
制を構築し、排水
ポンプ車の増強を
河川管理者に求め
ていく。

342
令和３年度末

取組状況

・有事に備え、災
害対策機器の操
作訓練を実施【引
き続き実施】

・「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広
域避難検討ワーキ
ンググループ」にお
いて、大規模水害
時の排水対策の
重要性等について
整理した。（平成30
年3月完了）

・排水ポンプ車設
営訓練を実施【引
き続き実施】

― ・協定団体である
東京都コンクリート
圧送協同組合との
連絡体制を確認し
た。

・災害時における
国土交通省との情
報交換等に関する
協定及び地域防災
計画に基づき排水
ポンプ車の出動を
要請する。

・排水ポンプ車出
動要請について、
連絡体制を点検・
確認した。

― ― ・毎年、5月の水防
月間に、消防署と
合同で、町会等の
関係機関も参加し
た水防訓練を実施
している。【引き続
き実施】
・令和２年度水防
訓練は、新型コロ
ナウイルス感染症
の蔓延防止のため
中止

― ― ― ・令和３年度は、新
型コロナウイルス
感染症の感染状
況を鑑み、訓練を
実施していない。

― ― ― ・排水ポンプ車や
排水施設の増強、
稼働時間の延長な
どを各管理者に求
めている。

343
令和4年度

以降の
取組継続意向

【継続】 【終了】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】 【継続】

344
令和4年度

以降の
取組方針

・継続 ・排水ポンプ車設
営訓練を実施【引
き続き実施】

・令和３年度に作
成した排水作業準
備計画に基づき排
水訓練を実施して
いく。

東京都が行う排水
ポンプ訓練に参加
する。

連携を強化し、引
き続き連絡態勢の
確認を行う。

・毎年実施してい
る水防訓練におい
て対応する。

・毎年実施してい
る水防訓練におい
て対応する。【引き
続き実施】

・排水ポンプ車出
動要請の連絡体
制を構築し、排水
ポンプ車の増強を
河川管理者に求め
ていく。

345
令和4年度

以降の
取組目標時期

令和７年度 年度 令和7年度 年度 令和7年度 令和7年度 令和7年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 令和7年度 年度 年度 年度 令和7年度

■早期復興支援

346 取組方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ・「墨田区災害復
興マニュアル」の
内容を充実させ
る。

― ― ― ― ― ― ―

347
令和３年度末

取組状況

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ・り災証明発行の
ための庁内ワーキ
ンググループの開
催や墨田区復興
支援組織の運営
協議会に参画し
た。

― ― ― ― ― ― ―

348
令和4年度

以降の
取組継続意向

・引き続き、り災証
明発行のための庁
内ワーキンググ
ループの開催及び
墨田区復興支援
組織の運営協議
会の開催を行う。

349
令和4年度

以降の
取組方針

・り災証明発行ま
での一連の流れ
を、職員訓練として
実施する。
・上記訓練への地
域住民の参加。

350
令和4年度

以降の
取組目標時期

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 令和５年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

早期復興を支
援する事前の
準備

【国管理河川】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2018年度
までに、開発したドローンを配備。
＜全天候型ドローン＞約30台
＜陸上・水中レーザードローン＞約10台
等

【国・都道府県管理河川共通】
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、堤防決壊が発生した場合に湛水深が深
く、特に多数の人命被害等が生じる恐れのあ
る区間において、堤防強化対策等を慨成。
＜国管理河川＞約70河川
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、氾濫による危険性が特に高い等の区間
において、樹木・堆積土砂等に起因した氾濫
の危険性を概ね解消。
＜国管理河川＞約140河川
・2018年の緊急点検を踏まえ、2020年度まで
に、近年、浸水実績があり、病院、市役所な
ど生命や防災上重要な施設の浸水が想定さ
れる約200地方公共団体及び約100河川にお
いて、近年の主要降雨等による重要施設の
浸水被害を防止軽減するため、雨水排水施
設の整備や河川改修等の対策を概ね完了。
・民間企業による水害対応版ＢＣＰ策定を促
進するため「水害対応版ＢＣＰ策定の手引き
（仮）」を作成・公表。

P
Q
T

排水施設、排
水資機材の運
用方法の改善

【国管理河川】
・各水系で作成済みの排水作業準備計
画の代表的な事例について、協議会等
の場において共有。

【国管理河川】
・2020年度までに、長期にわたり浸水が継続
する地域などにおいて、排水作業準備計画
を作成。

R

排水ポンプ車
出動要請の連
絡体制を整備
し、排水計画
に基づく排水
訓練の実施

― ―

R
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